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○議長 奥田信宏君 

  皆さん、おはようございます。 

  平成30年第３回蟹江町議会定例会継続会を開催いたしましたところ、定刻までにご参集い

ただきまして、まことにありがとうございます。 

  皆さんのお手元に第３回議会運営委員会報告書が配付してありますので、お願いをいたし

ます。 

  議員の皆さんにお願いがあります。本日、申請に基づき、出席議員へのタブレットの持ち

込みを許可しております。利用される議員の皆さんは、傍聴人の皆さん方に誤解を与えない

利用形態としていただきますようお願いをいたします。 

  ただいまの出席議員は14名です。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

  ここで、去る９月12日に開催をされました議会運営委員会の協議結果の報告を求めます。 

  議会運営委員長、中村英子さん、ご登壇ください。 

（９番議員登壇） 

○議会運営委員長 中村英子君 

  おはようございます。 

  それでは、９月12日水曜日に開催されました議会運営委員会の報告をさせていただきます。 

  まず最初に、意見書等の取り扱いについてでありますが、今回採択することになりました

意見書が２件ございます。１つとしまして、障がい児・者の生きる基礎となる「暮らしの場」

の早急な整備を求める意見書、そして、もう一つ、地域高規格道路一宮西港道路の早期実現

に関する意見書、以上２件が採択ということになりました。 

  また、不採択とすることになった意見書も２件ございます。１つは、義務教育費国庫負担

制度の堅持及び拡充を求める意見書、もう一つは、臓器移植の環境整備を求める意見書、以

上２件は不採択することになりました。 

  ３つ目ですが、継続審議することになった意見書が１件ございます。核兵器禁止条約の日

本政府の署名と批准を求める意見書でございます。 

  意見書の取りまとめにつきましては、以上のような結果でございます。 

  ２番目ですが、平成30年第４回（12月）定例会の日程についてです。これも、別紙のとお

りとなっております。12月４日から開会、そして18日閉会というような予定になっておりま

すのでお願いをいたします。 

  ３番目、その他ですが、３番目の議題といたしまして、１つ目として、12月議会の議案説

明会の開催についてであります。11月16日金曜日９時より３階協議会室で行う予定となって

おりますので、よろしくお願いいたします。 

  また、２つ目ですが、郡の議長会の議員研修会の開催についてです。10月31日水曜日午後

１時30分から飛島村の中央公民館２階の第３会議室におきまして講演会が行われます。その
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題名といたしましては、「災害時における議員の役割について」ということでございますの

で、議員の皆様のご協力をお願いいたします。 

  また、３つ目ですが、かにえ議会だよりについてでありますけれども、先日、12日に、議

員総会におきまして、紙面がふえそうなのでどうしようかというお話し合いをさせていただ

いております。11月１日発行のページ数は追加していこうということで決まりましたが、今

後におきましても12ページを基本といたしますが、一般質問数等によって紙面に不足が生じ

た場合には、ページ数を追加して対応することにしていこうということで話し合われました。 

  以上、議会運営委員会の報告とさせていただきます。 

（９番議員降壇） 

○議長 奥田信宏君 

  どうもありがとうございました。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

○議長 奥田信宏君 

  これより決算審査に入ります。 

  議題に入ります前に、議長から皆様にお願いをいたします。 

  質疑をされるときは、まず決算書のページ数と科目を言ってお願いをいたします。また、

質疑及び答弁は努めて簡潔明瞭にしていただき、スムーズな議会運営にご協力をお願いいた

します。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第１ 認定第１号「平成29年度蟹江町一般会計歳入歳出決算認定について」を議題と

いたします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  最初に、歳入歳出とも総括についての質疑を受けます。質疑は１人３回までとします。 

○２番 板倉浩幸君 

  ２番 板倉浩幸です。 

  一般会計での目的別の決算額の５年間の比較が出ております。これについてお伺いしたい

と思います。 

  今回、29年度の決算なんですけれども、割合的に民生費がふえてくることについては、高

齢社会、また子育て支援、高齢者施策への対応ということでふえていくことがわかります。

それについて、今回、自由通路、また観光交流センター「祭人」の事業があります。それに

ついてはわかるんですけれども、教育費についてお伺いします。 

  決算額について、過去５年と比較しても減る傾向にあるとわかると思います。これについ

てどのように考えているのか、また、今後予算において、この品目について目的別、どのよ

うな配分になっていく傾向があるのかお伺いをいたします。 
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○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  皆様、おはようございます。 

  では、総括でご質問をいただきましたので、私のほうから答弁させていただきます。 

  主要成果報告書の10ページに目的別歳出決算額とその構成比の推移ということで５年間記

してございます。板倉議員のご質問で、29年度予想額のところで民生費が非常に増加してい

るというところでございます。 

  教育費はどうして減っておるかということでございますけれども、教育費につきましては、

29年度につきましては、希望の丘広場場内整備工事費約2,000万円ぐらいでございますけれ

ども、それが28年度にございました。29年度になくなりまして、その皆減によるものだと思

います。 

  今後の傾向でございますけれども、民生費につきましては、やはり、扶助費関係が、近年

軒並み、どこの自治体もそうでございますけれども、ふえてございます。したがいまして、

今後も、民生費につきましては今以上にふえてくる可能性がございます。 

  それで、今回総括でご質問をいただきましたので、あわせて少しお話しをしたいと思いま

すけれども、２枚めくっていただきまして、主要成果の12ページでございます。図の４の性

質別歳出決算額とその構成比のところでございます。こちらのほうで、今回、歳出の29年度

の特徴といたしましては、12ページのちょうど真ん中のところに投資的経費とございますけ

れども、こちらが29年度総額で11.1％、全体に占める割合が２桁になっております。これは、

今回、６年ぶりにいろいろ分析しましたら、平成23年度の決算以降、ずっと１桁を堅持して

おりましたけれども、今回、29年度で２桁になったと、いわゆる積極的な投資型の決算だと

いうところの分析をしております。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 

  ありがとうございます。 

  今、次長のほうから説明をいただきました。民生費については先ほど申したように、きの

うも敬老の日ということで、女性で３人に１人、男性で３人に１人が65歳以上の高齢者とい

うことがマスコミでも報道されておりました。民生費について、施策の中で、それぞれ、お

年寄りの施策、また子育て支援の面で今後もふえ続けると思われます。そのほかの事業につ

いて、今、投資的経費ということで、しばらくずっと１桁台のパーセントでいっていたんで

すけれども、今回久しぶりというのか、私も議員になってから初めてこのぐらいの投資をし

ているということはわかっております。 

  教育について、教育費の減少、今、希望の丘広場が終わったということでありましたが、

教育全体で考えて、これがいいのか。教育にもっと投資をして、子供のための教育を考えて

いったほうがいいのではないかと思いますが、この点について、教育長、お願いいたします。 
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○教育長 石垣武雄君 

  今、教育の費用の問題で質問を受けましたのですけれども、私がなってから、いわゆる全

体の１割が教育というふうで、私はずっと組んでまいりました。今回9.4％ということであ

りますけれども、内容的に見ますと、先ほど総務次長がお話ししたように、改修、あるいは

新しくつくるもの、教育関係に、そのような施設面のお金がプラスアルファされるというこ

とであります。 

  今、板倉議員さんがご心配があった子供たちに対してということでありますと、中を見て

もらえばわかるんですけれども、例えば、スクールサポーターなどの額は上がっております。

これについては、人数や時間数をふやして手厚い世話をする。いわゆる県の職員の先生方を

応援していくという形で、町単独でやっているところであります。また、子供たちの生活で、

前にあったと思いますが、生活の診断をするもの、ＱＵも新しく入れたということを思って

いますので、子供たちには、内容的な面は以前より膨らんでいる、そんなふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○６番 戸谷裕治君 

  ６番 戸谷でございます。 

  歳入のほうでお伺いしたいのは、今、町のたばこ税、地方揮発油譲与税は、これからどん

どん下がってくるだろうというのがここに明記されているんですけれども…… 

○議長 奥田信宏君 

  歳入ですと、歳入は次にありますので。今は総括です。 

○６番 戸谷裕治君 

  全体の総括の中のこれではいかんですか。総括の中の一部ですよね。税金の歳入で一つ一

つやっていくということ。どういうぐあいに捉えていいのかわからんもので質問した。 

○議長 奥田信宏君 

  それでは、歳入のところでもう一回初めからお願いします。よろしくお願いします。 

○６番 戸谷裕治君 

  わかりました。 

○議長 奥田信宏君 

  他にないようでしたら、総括を終わりにいたします。 

  続いて、歳入について、16ページから43ページまでの質疑を受けます。質疑は１人３回ま

でといたします。 

○６番 戸谷裕治君 

  すみません、勘違いいたしまして、総括でもいいかと思ってしまったもので。 

  ご存じのように、こういう時代になりまして、たばこ税がこれから減っていくだろう。そ
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して、地方揮発油譲与税も減る傾向にあるだろうと。また、車も自動車離れということで減

っていくんではないかなという感じがいたしております。そこら辺はどういうぐあいにお考

えなんだろう。毎年予算として低く組んでいくからいいんだということで終わっていくのか。

どういうお考えでおられるんだろう。そうは言っても、これはいただくやつやから、こちら

から積極的にふやしてくださいと言えるものではないもので、その辺は頭が痛いと思うけれ

ども、一遍聞かせていただきたいと思いまして。お願いいたします。 

○税務課長 鈴木孝治君 

  今ご質問いただきましたたばこ税と軽自動車税についてご説明をさせていただきます。 

  議員がおっしゃるとおり、たばこ税につきましては、近年の健康志向とかによりまして減

少傾向にございます。あと、最近ですと加熱式たばこというものが出てきておりまして、恐

らく、人によっては紙巻きたばこと加熱式たばこを双方使い分けて使ってみえる方もいると

思いますが、加熱式たばこですと、現在まだ税率が低いものですから、そちらに移行されれ

ばたばこ税は減少していくということになっております。 

  前回、６月議会でも税条例の改正で上げさせていただいたんですが、たばこ税が、まず、

紙巻きたばこのほうが３段階で値上げの予定があります。平成30年10月１日から１回目の増

税、１本当たり１円の増税になっております。その次が、32年10月１日から１本当たり１円

です。あと、33年10月１日からまた１円上がるということで、恐らく本数は減っていくと思

うんですが、増税によって、たばこ税のほうは何とか現状維持にはなるのではないかと考え

ております。 

  町ですと自動車税は扱っていませんので、軽自動車税のほうですが、これは平成28年に増

税されておりまして、その段階で一旦は上がっております。その時点で、年間約800万円蟹

江町で上がっていたということになります。今後台数が減るかどうかは、自動車の中でも軽

自動車人気というのはまだまだあると思いますので、一遍に減ることはないとは思うんです

けれども、平成28年に上がったことによって、その数字を何とか維持できればと思っており

ます。 

  以上でございます。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  では、私のほうから総括的なお話で、今後予算的なものをどうするかというところのご質

問にお答えをいたします。 

  主要成果の７ページをごらんいただけますでしょうか。 

  歳入の決算額とその構成比というところで、グラフでついております。その中で、町税に

つきましては、29年度総額で、全体の割合として47.4％という率でございます。先ほど、地

方揮発油譲与税等のお話も出たんですけれども、昔は３割自治といいまして、約30％が自主

財源の市町村税だというところのお話もございましたけれども、蟹江町の場合は、全体的な



－203－ 

歳入予算のほぼ半分に近いところを町税が占めている状況でございます。 

  国のほうの地方交付税につきましては、７ページでごらんいただくように、毎年先細りと

いうか、徐々に減ってきております。先ほどの地方譲与税のお話でございますけれども、こ

れは、一旦国税として徴収されて、市町村にいただくものでございますけれども、逆に、国

のほうは余り当てにできない、今後の見通しが全然つかないというところが現状でございま

す。特に、地方交付税あたりは今回も減っておりますので、そういう面では、先ほど税務課

長が答弁しましたように、町税、自主財源のほうをもう少し、より収入として上がるような

形の方策を取り組んでまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○６番 戸谷裕治君 

  ありがとうございます。 

  町税のたばこ税に関しては、自主財源に入っているんですけれども、これは伸ばしようの

ないことですよね。国の政策としても、余り進めるわけにもいかんでしょう。だから、どん

どん減っていくということだわね、本当に。これは健康のためにやめなさいということを推

奨されているものだから、さっき言われたけれども、１円ずつ上がっていますから何とか大

丈夫ですというような、案外根拠ない話やからね。１円上がったからやめようかという人も

いるかもしれないし。だから、こういう部分のことを長期的に考えていただいて、最後はゼ

ロで計算するぐらいの予算組みができるようにお願いしたいと思います。その辺はどうです

か。副町長あたりはどういうお考え。 

○副町長 河瀬広幸君 

  町税全体のバランスの関係でご質問をいただきました。 

  特に、半分を占める町税でありますので、自主財源としてはなかなか安定した歳入がある

なと思っております。法人もそんなに多くありませんので、法人税の浮沈も余り影響がない

ということがありますが、堅実な財政運営ができているなと。 

  そんな中で、たばこに特化してお話がありました。非常に矛盾した話でありますが、我々

が税収を上げるためにはたばこの消費を促進したい。ただ、反面、健康を害するおそれがあ

りますので、それで医療費がかかってしまえば元も子もないというような、非常に難しい話

ではあります。ただ、何千年とあるたばこの歴史でありますので、全くはなくならないと思

います。今回たばこ税の値上げも考えているようでありますので、一定の財源を確保はする

ものの、余り当てにできない財源というふうに思っていますので、これは自然の中で、国全

体の流れの中でたばこをどうしていくかを考えていただきたいと思っております。特に私ど

もについては、ありがたい話でありますが、なかなか見込めない財源だというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 
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○14番 髙阪康彦君 

  14番 髙阪です。 

  非常に不勉強で、教えてほしいんですが、38ページの繰越金ですが、この繰越金の処理が

長年やっておってもようわからんものですからお聞きします。 

  実質収支額で歳入から歳出したものが繰越金になると思うんですが、ちょっと調べますと、

繰越金の半分は財政調整基金に積まないかんと書いてあるし、残りは町債なんかの早期償還

に使うとなっておりますが、実質、この報告でいきますと、昨年の繰越金が全て入って、そ

れを全て使ったというような形だと思いますが、どういうふうに処理されているかというこ

とと、もう１点、ことしは３億6,300万円ぐらいの実質収支額があって、それが多分30年度

の繰越金になっていると思うんですが、30年度予算のときに、繰越金というのは8,400万円

ぐらいの予算がついて、多分これは何かの事業のお金で、当然その中からこれだけの予算を

されたと思うんですが、ということは、まだ繰越金が残っておるとおかしいんだけど、次に

何か事業があった場合に不足前を防ぐ繰越金から取り出して使っちゃって、また次の繰越金

にしていく形になるのか、どういうんですかね。繰越金の処理の仕方というか、考え方を、

非常に不勉強で申しわけないですけれども、教えていただけませんか。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  決算書の38、39ページの繰越金についてのご質問にお答えをいたします。 

  前年度の繰越金、いわゆる予算と決算の流れ的なもののお話になるんですけれども、予算

立てをしまして、その前の年度の繰越金を当年度の予算に繰り入れまして、予算が始まるわ

けでございます。今回、最終的に、実質収支額というのが268ページに出ていますけれども、

歳入総額から歳出総額を差し引いたところが実質収支額というところでございます。実質収

支というのは、地方財政の黒字とか赤字を示す一つの指標になるんですけれども、こういっ

た差し引きしたところ、いわゆる歳入予算から歳出予算を引いた残りの部分につきまして、

次の年度に繰り越しまして、財源に充てるという流れをとっております。こちらの前年度繰

り越しにつきましては、前の年度から繰り越しされた、前の年度の残りというか、繰り越し

して、こちらの29年度の予算に反映させて、今回決算に至ったということでございます。 

  流れからいって、前年度から繰越金をするんですけれども、その中で、先ほど財政調整基

金の話が出たんですけれども、財調に積み上げることもございます。最終的に決算の段階で

財調に積み上げるという手法も、蟹江町の場合もとっておりますので、そういった形で、前

の年度から繰り越された貴重な財源を当該年度で使うというところの状況でございます。 

  以上でございます。 

○14番 髙阪康彦君 

  実質収支額が黒字だということは、余ったわけですよね。その余ったお金の半分は、結局

使うんですけど、法律で強制的に財調に積まないかんと書いてあるんですけど、去年残った
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分は全部、複式でいくと、前年度繰越金で次年度、次年度繰越金で前年度繰越金ですか、そ

れを全部ことしに受け継いで、それをことしで使ってもらって、またその収支がというと全

く一緒なんだけど、その中で、例えば、財政調整基金に積むというところがないじゃないで

すか。積まなくてもいいんですか。去年のやつを見ても、ことしを見ても、全部繰り越され

ているんですよね。財調へ積めば繰越金が減らにゃいかんがね。その辺のところがちょっと

よく理解できないんだけど、どうです。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  財調の積み上げにつきましては、全く積んでいないわけではございませんので、その年々

のいろいろな事業の内容も含めて、いろいろ精査した上で財調には積んでおります。また後

のほうに出てまいりますけれども、財政調整基金につきましては、取り崩すだけで全く積ま

ないということではございませんので、よろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○14番 髙阪康彦君 

  ということは、繰越金だけではなくて、ほかのところの浮いたやつを積んでいるというこ

とですかね。 

  それと、30年度の予算で8,000万円が繰越金で出ているんだけれども、とりあえず３億

6,000万円あるんだけれども、そこから8,000万円積んで、まだ残りは繰越金という勘定で残

っている。8,100万円という数字はどこから出たのか教えてください。30年度ね。 

○副町長 河瀬広幸君 

  今、繰越金の話で、30年度に8,000万円の予算が出ていたとありましたですね。繰越金は、

その都度、補正を６月、９月、12月にやるわけでありますが、その段階で、財政運営の中で、

例えば、補正にかかわる歳入がどれだけあるのか、あるいは歳出がどれだけあるのか、その

辺のバランスを含めてその都度やっていくわけであります。繰越金の使い方は、予算編成は、

12月の段階で予算を組みますので、その段階で大体見込める繰越金を予算計上して、実質、

年度が始まりますと、その予算編成をした繰越金に総額幾らの繰り越しが出たのか。例えば、

ことしでいきますと３億6,000万円でありますが、8,000万円の予算が組んであれば、２億

8,000万円の繰越金がほかの事業に充当できるというような感覚があるわけであります。で

すから、毎年の繰越金は非常に流動的になりますので、歳入歳出の執行状況の中で歳入予算

が100％確保されれば、あとは歳出予算がどれだけ使うのか、その中で繰越金が発生します

ので、その繰越金の運用については、その都度考えていきたいと。 

  ただ、財政調整基金というのは運転資金になりますので、地方財政法の２分の１の積み立

てが義務づけられておりますので、年度間にわたって、その年度が終わった段階で２分の１

を積み立てれば、それはそれでよしということで財政運営をやっております。ですから、非

常に難しいのは、12月段階で新年度予算を組むときに、繰り越しの見込みがなかなか立たな
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い状況がありますので、繰越金というのは大体低く抑えて予算を編成していくというのは、

繰越金というのは前年度の財源でありますので、通常は、当該年度の歳入は当該年度の歳出

で使うという原則がありますので、できるだけ繰入金が発生しないように努力はしますが、

結果として、ことしは３億数千万円の繰越金が発生したということでございます。よろしく

お願いいたします。 

○２番 板倉浩幸君 

  ２番 板倉です。 

  歳入について何点かお伺いをいたします。 

  16、17ページの町税の未済額についてお伺いいたします。 

  未済額ということで、次年度の滞納繰越分で上がっていくと思います。滞納になる前に、

なるべく納税相談に来てくれということで伺っております。今、払えなくて滞納してしまっ

た納税者に対して、前から言っているんですけれども、徴収猶予、または、こちら側から申

請ができる換価の猶予があると思います。この件数について29年度決算で何件あったのかお

聞かせください。 

  次です。18、19ページの、先ほど総務次長からも話があった地方交付税について少しお伺

いします。実績報告書でも毎年減り続けている、国も当てにできないというような答弁があ

りましたけれども、これについて、もう少し詳しく教えてください。 

  次です。22、23ページの住民基本台帳の手数料についてお伺いをいたします。住民票の写

し作成の手数料だと思いますが、これについて、今、住民票を作成してもらうのに、本人、

または同世帯以外の方が申請する場合について、本人の同意が必要ということで、委任状が

あると思います。それに至って、そもそも、第三者がとることができるのかどうかを確認し

たいと思います。 

  最後ですが、29ページ、33ページの県補助金の南海トラフ地震等対策事業費補助金という

のがあります。今回、29年度決算で、消防費についても南海トラフ地震対策の補助金が上が

っております。これについてどのような施策、対策なのかお伺いをいたします。 

○税務課長 鈴木孝治君 

  今ご質問のございました滞納者の方の納税猶予が何件あったかということでございます。

平成29年度につきましては、納税猶予はございませんでした。０件でございます。換価の猶

予も０件でございます。 

  以上でございます。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  私のほうから、地方交付税の関係でもう少し詳しくというご質問にお答えをいたします。 

  今回、地方交付税は、昨年に引き続き2,300万円ほど減っております。５億2,319万1,000

円というところでございます。地方交付税でございますけれども、そもそも、国のほうで、
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地方財政計画、いわゆる地財計画に基づきまして算定交付されるものでございます。地方財

政計画というのは、国が、蟹江町も含めた地方の財政の懐事情をずっと調査いたしまして、

地方交付税の総額の概算額を出しまして、その後に各市町村に交付されるという流れでござ

います。 

  蟹江町の場合、微増でございますけれども、自主財源の町税のほうがふえておりますので、

それに伴って。そもそも、地方交付税というのは、不足前の部分、基準財政収入額から需要

額を引いたところのマイナスになる足りないところを国から交付されるものでございますの

で、自主財源が、微増ではございますけれども、伸びておるという状況もございまして、今

回、昨年に引き続き減額というところの状況でございます。 

  以上でございます。 

○住民課長 中村和恵君 

  住民票なんですけれども、第三者がとることができるのかどうかというご質問にお答えし

たいと思います。 

  住民基本台帳では、国または地方公共団体は、事務の遂行のために必要である場合はとれ

るとなっておりますし、本人以外の申し出による場合も、自己の権利を行使し自己の義務を

遂行するためとか、国や地方公共団体に提出しなければならない場合など、あと、弁護士な

どの特定受任者については住民票の写しを交付することができるとなっております。 

○消防長 伊藤啓二君 

  それでは、33ページの南海トラフ地震等対策事業費補助金でございます。 

  これは県の補助金でございまして、補助メニューといたしましていろいろあるんですが、

緊急浸水津波総合対策事業ということで、これは、ハザードマップなどの整備事業の補助金

でございます。あと、建物の被害軽減対策事業とか、地域防災力の強化事業とか、メニュー

がいろいろございますが、今回この県費の補助金を使用いたしましたのは、消防団の積載車、

それから、消防団に整備いたします無線機、この２点につきまして、南海トラフの補助金を

使用させていただきました。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 

  総務費の補助は。 

○議長 奥田信宏君 

  抜けています。 

○２番 板倉浩幸君 

  29ページの総務費の南海トラフ補助金。今は消防のほうで。29ページ南海トラフ。これは

全体。 

  今何点か質問したんですけれども、町税のことについて、換価の猶予、申請があって、こ
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ちらから基本的に納税相談をして、分納誓約等を行っているのが現状だと思いますけれども、

換価の猶予や徴収の猶予があるということなど、納税者に対してそんな制度があるというこ

とを話しているのかお聞かせください。 

  それと、地方交付税についてなんですけれども、自主財源が増加しているということで、

確かに、これの補塡ということが地方交付税です。でも、実際、地方交付税を算定する段階

において、ふやせる項目も若干あると思います。人口減少の特別対策事業費なども、算定す

る中でふやせることがあります。逆に、今話がある民間委託、今回も観光交流センターを民

間委託でやっているんですけれども、そういうことで、今、地方交付税の算定でトップラン

ナー方式があります。これについて、私は、住民サービスの低下とかそういう問題で地方交

付税自体をゆがめると思っております。そういうことで、地方交付税を何とかもう少しもら

えるというか、交付できるような対策を若干考えていただけないのかお聞かせください。 

  それと、住民基本台帳の、第三者がとることができるかの質問なんですけれども、地方公

共団体、弁護士等もとれるということが答弁にあったんですけれども、なぜこれを聞いたか

というと、愛知県ではないんですけれども、千葉県の佐原税務署なんですけれども、事前に

情報収集ということで、本人に無断で取得をすることが起こっております。 

  そこで、これが実際に当町でも行われているかどうかということに対して質問なんですけ

れども、住民票の写しを税務署など地方公共団体からは請求できるということなんですけれ

ども、税務署などに住民票の写しを交付できる、請求できるのは、税務署で必要がある場合

とされております。これは限定されていると思います。その中で、今回、住民票の写しの交

付の請求書の中身なんですけれども、利用目的、請求理由を書く場所があります。千葉県の

話なんですけれども、請求理由について税務調査という記載だけで終わっております。請求

理由を明らかにすることができない理由として、税務調査等に関する情報を第三者に明らか

にすることにより証拠物件等の仮装隠蔽につながるおそれがあるということを記載して住民

票を請求しております。 

  実際に蟹江町でこのような案件があったのか、仮にあった場合は、どのような請求理由で

住民票の請求が行われているのかお聞かせをいただきたいと思います。 

  以上です。 

○税務課長 鈴木孝治君 

  今ご質問いただきました、換価の猶予を滞納されている方に話をしているかというご質問

でございます。 

  まず、滞納されている方が納税相談に来られた場合には、その方の収入状況ですとか、聞

き取り調査とか、税務課ですので前年の収入状況はわかるんですが、現在の収入状況は聞き

取りをして、一括で払えないということであれば、分割納付の話ということに入っていくこ

とになります。その中で、こちらのほうからあえて換価の猶予という話をすることはめった
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にございません。換価の猶予といいますと、やはり、災害に遭われたような方で、それに伴

って生活が困窮しているという申し出とか、それに匹敵するぐらいのことがご家庭内で起こ

っている方に対して行うものですので、聞き取りをしている中でそういうものに該当すると

思えるような状況であればそういう話はするかもしれませんが、ほとんどの方は、別に収入

が減るわけでもなく、ただ税金を払っていないだけという方のほうが多いものですから、そ

ういう方については、今一括で苦しいのであれば分割納付のご説明をさせていただいており

ます。 

  以上でございます。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  では、私のほうから地方交付税がふえるような方策はないのかというところのご質問にお

答えいたします。 

  先ほども申しましたように、あくまでも、地方交付税の趣旨というのは、財源の不均衡の

調整というところでございまして、逆に、自主財源が減れば地方交付税というのは上がって

くると思いますけれども、町の今の財政の方針といたしまして、何とか自主財源を上向きに

したいというところで施策を打っているところでございますので、自主財源を上げながら交

付税を上げるというところだと、方策としては非常に難しいものがあるのではないかと思い

ます。 

  ただ、地方交付税の中に２種類ございまして、普通交付税と特別交付税というものがござ

います。普通交付税が交付税全体の94％ぐらいを占めているのですけれども、残りの６％部

分が特別交付税ということでございます。こちらのほうは、災害とか、緊急というか、本来

の普通交付税に当たらないところで何か財源措置をというところで、国の制度でございます。

ですので、こちらの特別交付税、災害があるということではいかんものですから、災害以外

のところで特別交付税が交付されるような案件等がないかも含めて、しっかり財政当局で精

査してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○住民課長 中村和恵君 

  税務署とか国税庁のほうから住民票の請求があって、それを出しているかというご質問に

お答えいたします。 

  30年５月に、国税庁のほうから総務省に、そういう交付請求に用いる様式の一部改正とい

う文書が出ております。それに基づきますと、請求事由のところは、明らかにできない場合

は、請求に係る住民のプライバシーに対する配慮が必要であるためという形の理由を書きな

さいみたいな、そういう形のものになっておりますけれども、国税庁のほうから総務省にそ

ういう通知が行き、総務省から県のほうへ、県からうちのほうへという形で通知が来ており

ますので、住民票は交付しております。 
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  蟹江町の場合、税務署に交付したことがちょうどこの時期にあったか調べてみたんですけ

れども、２、３件ありました。 

  以上です。 

○２番 板倉浩幸君 

  住民票のことについて最後にお聞きします。 

  確かに、国税庁のほうから請求があった場合、今課長からあったように、協力のお願いと

いうことで通知も来ているみたいです。実際に、では個人情報がどうなのか、本人の同意が

ないのに勝手にとっていいのかという問題がやはりあると思います。請求理由についても、

一方的に、今回は税務調査ということを言っていますけれども、そういうことで簡単に個人

情報が、国税庁から請求があったら出さざるを得ないということになってしまうんでしょう

が、では、実際に蟹江町で本人以外の住民票の請求があった場合に、本人にお知らせをする

ことがあるのかどうかということの確認です。 

  この問題については、近隣の市町村でも調べているんですけれども、あま市が結構多いん

です。聞いた話しによると100件、200件の住民票の取得をしているみたいで、その辺につい

て、蟹江町は２、３件だと。では、その２、３件が、どんな人が住民票の請求をされている

のかというのもあります。あくまでも協力のお願いですので、去年も住民税の特別調査につ

いてマイナンバーの記載でいろいろ質問しましたが、これについても、当初は総務省の指示

だから仕方がないという答弁でした。その中で、そうやって問題があるということで変わっ

ていきますけれども、その辺で、本当に住民票の提出が必要かどうかを判断するのに、もう

少し考えていただきたいと思います。 

○住民課長 中村和恵君 

  第三者が自分の住民票をとったときに本人が知る方法があるのかということなんですけれ

ども、本人通知制度というのを蟹江町はとっておりまして、これは、住民票を誰かがとった

ら通知をくださいと、登録していただければ、あなたの住民票をとられましたという通知を

お送りする制度は持っております。 

  以上です。 

○議長 奥田信宏君 

  他にありませんか。 

（発言する声なし） 

  他に質疑がないようですので、歳入を終わります。 

  ここで、給食センター所長、生涯学習課長の退席と安心安全課長の入室を許可いたします。 

  暫時休憩します。 

（午前９時51分） 

○議長 奥田信宏君 
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  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前９時53分） 

○議長 奥田信宏君 

  歳出は款別に質疑を受け、款別ごとに１人３回までといたします。 

  １款議会費、44ページから47ページまでの質疑を受けます。 

（発言する声なし） 

  質疑がないようですので、１款議会費を終わります。 

  続いて、２款総務費、46ページから99ページまでの質疑を受けます。 

○４番 石原裕介君 

  ４番 石原裕介です。 

  63ページのふるさと納税なんですけれども、この間一般質問でもさせていただきましたが、

ふるさと納税の納税業務委託料、これがふるさとチョイスのサイト料になるのかお聞かせく

ださい。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  ふるさと納税業務委託料のご質問にお答えをいたします。 

  こちらの内容といたしましては、ご質問がありましたシステム使用料というか、サイトの

利用料が主でございます。そのほかに、返礼品をお送りするときにいろいろな手間がかかる

んですけれども、その手間賃のほうもこの中に入っておるというところでございます。 

  以上でございます。 

○４番 石原裕介君 

  ありがとうございます。 

  では、この123万円というのは、全部がサイト料ということではなく、この一部というこ

とですよね。この123万円の委託料というのは、先ほど言われたように、サイト料だけでは

なく、その中には返礼品に対しての手数料なりも入っているということで、もう一つ、なぜ

ふるさとチョイスを選ばれたのか、もしわかれば教えてください。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  実は、こちらを導入する際に、いろいろ業者の方にご説明を受けまして、どこの業者がい

いのかという選定をしました。そういう中で、ふるさとチョイスさん、実際は株式会社トラ

ストバンクさんというところが運営されていますけれども、こちらのほうが全国のシェアが

トップワンでございます。近隣、愛知県内の導入の市町村も結構多うございまして、蟹江が

平成28年７月からやっておりますけれども、導入した場合、こちらの業者が最良だというと

ころで判断して、この業者にしたというところでございます。 

  以上でございます。 

○１番 松本正美君 
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  １番 松本正美でございます。 

  79ページの交通安全対策事業について、この中から２点質問させていただきたいと思いま

す。 

  まず、交通安全対策の中の、愛知県警の平成29年度中の自転車利用者が第一原因となった

交通事故発生件数は、蟹江町は県平均より高くなっております。また、29年度中の自転車乗

車中の交通事故死傷者数も県の平均より高くなっている状況になっております。 

  当町でも、皆様既にご承知のように、ことしに入ってから、須成地区でも自転車同士の死

亡事故、車と歩行者の死亡事故とか、また、今月に入り、13日の夕方５時ごろ本町５丁目の

町道で、自転車で横断していた人が軽自動車にはねられて亡くなるなど、３件の死亡事故が

起きている状況でもあります。そういう意味で、このような多発する自転車や自動車が絡む

交通死亡事故に対しまして、交通安全対策の上からも、町当局はどのような安全対策を考え

てみえるのかお聞きしたいと思います。 

  この交通安全対策事業の中でもう一つお聞きしたいと思います。県道津島蟹江線の歩行者

用信号機の設置についてであります。 

  場所は、蟹江町役場から北へ戻った蟹江町役場北の信号機のあるところでありますが、こ

こには歩行者用の信号機の設置がされておりません。この交差点の歩行者用信号機の設置に

ついては、数年前、学戸小学校の通学路の総点検におきましても要望等も出ておりました。

これも10年以上になります。そういう意味で、警察、また公安委員会、そういったところに

要望が出されていたと思います。その後も、通学路の総点検もあり、子供の親御さんからも

要望がその都度出ておりました。このことについて、私も、町当局へ、議会の中でも、歩行

者用信号機の設置について今まで設置要望をさせていただいているわけなんですけれども、

最近になって、また親御さんから歩行者用の信号機はどうなったということで要望がありま

した。特に、歩行者用信号機の設置は、ここは通学路になっておりますので、一日も早い信

号機の設置をしていただきたいということで今まで要望しておりましたが、警察や公安委員

会への要望はどこまでされているのか、また、歩行者用信号機設置の要望はどうなっている

のかお聞きしたいと思います。 

  この２点をお聞きします。 

○安心安全課長 高塚克己君 

  それでは、交通事故のご質問ですが、平成29年度中の蟹江町での人身事故でございますが、

全体で213件ありまして、287名の方がけがをされている状況であります。重傷は７件で７名、

軽傷が206件で280名となっております。平成30年度に入りまして、皆様方も既にご承知のと

おり、残念ながら、蟹江町で３名の方がお亡くなりになっているという状況で、その中で、

２名の方が自転車による事故でお亡くなりになりました。 

  自転車での事故は、非常に高エネルギーの事故となりまして、命にかかわる事故だと認識
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しております。その点につきましては、ヘルメットの着用というのが命を守るために非常に

重要だと思いますが、調査しましたところ、現在県内で４つの市につきまして自転車条例と

いうものがございます。蟹江町では、平成13年４月に交通安全条例というのを施行しており

ますが、まだ自転車条例についてはございません。今後は、そういったところも検討いたし

まして、交通事故死をなくしていきたいと考えております。 

  次に、蟹江町の役場北交差点の信号機の設置というところのご質問でございますが、まず、

信号機の設置の流れについてお話をさせていただきます。 

  町内会とか学校から町への相談、要望がありましたら、蟹江町と共に蟹江警察に設置の要

望をいたします。愛知県内では45の警察署がございまして、そこの管内おのおの、ほぼ年間

１カ所の設置状況と聞いております。緊急性の高いところからの設置となりまして、警察が

公安委員会へ設置要望をいたしまして、優先順位がつけられると聞いております。 

  お尋ねの信号機設置の要望ですが、平成22年５月に学戸小学校ＰＴＡからの要望を受けま

して、蟹江警察署に歩行者用信号機の設置を要望いたしました。その後も、28年６月、こと

しの６月にも、現場に立ち会っていただきまして要望をしている状況でございます。 

  以上です。 

○１番 松本正美君 

  まず最初の交通安全対策について、特に、ことしになってから死亡者が３人出ているとい

うことで、本当に安全対策をしっかり取り組んでいかなければいけないなと、このように思

うわけなんです。町当局におきましても、自転車においては、自転車安全５原則にのっとっ

て進められておると思うわけなんですけれども、まだまだ徹底が弱いのではないかと、この

ように感じるわけなんです。だから、そういう意味では、しっかり周知徹底ができるような、

強力的な自転車安全５原則の啓発をしっかり取り組んでいただきたいと思います。また、安

全講習会も行われていると思うわけなんですけれども、これも、ただ死亡者が出たから云々

ではなくして、やはり、日ごろから徹底した強力的な安全運転講習会を蟹江町としてもやっ

ていかなければ、こういう死亡事故につながっていくのではないかと思います。 

  それと、先ほど課長のほうからもお話がありましたように、特に、高齢者が自転車に乗っ

て車と接触して倒れて、一番被害を受けるところは頭だと思うんです。ヘルメットというお

話が先ほども出ているわけなんですけれども、今後、やはり、こうしたヘルメットの着用と

いうのも、名古屋のほうでは条例を決めて取り組んでおりますので、蟹江町でも、そういっ

た強力的な、ヘルメットをかぶるなり、そういう条例を決めるぐらいの取り組みをしていか

なければ、こういった死亡事故も防げないのではないかと思うんです。特に、子供さんはヘ

ルメットをかぶっている方は結構見えますけれども、高齢者の方はほとんど皆無というか、

ヘルメットをかぶってみえない方が多いと思いますので、万一こけたときには、ヘルメット

は有効ではないかと、このように思っておりますので、そういった意味を含めて、今後の安
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全対策についてもお聞きしたいと思います。 

  それと、通学路の歩行者用の信号機についてでありますけれども、県の公安委員会へ要望

はされておるということで、緊急性の高いところから進めているということで、それでは、

この北の交差点は緊急性がないのかといえば、いつ何どき、歩行者、子供さんが通学路で巻

き込まれるかわからないものですから、そういったことも含めて、これは以前から要望して

いますので、一日も早く交差点に信号機がつけられるような取り組みを町当局はどのように

考えているのかお聞きしたいと思います。 

○安心安全課長 高塚克己君 

  まず初めに、ヘルメットの件につきましてお答えをいたします。 

  蟹江町としましては、ヘルメットの条例等々を、先を考えましてアンケート調査を実施し

ております。ヘルメットを持っていますかという質問と、ヘルメットがもしあればかぶりま

すかというアンケートを実施して、ヘルメットを持ってない、しかしながら、もしあればか

ぶりますかという質問に対しまして、残念ながら、有意な回答はゼロでありました。そうい

ったところも踏まえまして、ヘルメット条例というところを行く行く考える。 

  現段階としましては、先ほど議員さんが言われたとおり、高齢者に対するいろいろな、自

転車の正しい乗り方とか、そういったものを学んでいただき、今後も、各長寿会とかを対象

として高齢者の交通安全教室を開催するなどで、意識の啓発を続けていきたいと思います。

また、今月の26日には、海部南部高齢者交通安全総決起大会を蟹江中央公民館で開催をしま

して、高齢者の交通事故を減らすための交通安全啓発を実施していきたいと考えております。 

  続きまして、蟹江町役場北の信号交差点の歩行者用信号の設置につきましてお答えをいた

します。 

  蟹江町も、先ほど申しましたとおり、平成22年５月の最初の設置要望から数回にわたって

強く要望しておりますが、これは正式決定ではございませんが、ことしの７月末に土木農政

課のほうに蟹江警察署の交通課の規制担当から、今年度中に設置できる可能性があるという

電話連絡がありました。その後、正式決定や工事時期等は後日通知するという報告を受けて

おります。今後も、こういった設置要望につきましては、警察のほうから公安委員会を通し

まして、ほかの箇所につきましても粘り強く要望を続けていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○１番 松本正美君 

  最初の自転車のヘルメットの件も、先ほど課長のほうからお話がありましたけれども、確

かに、アンケート調査をとられたらヘルメットをかぶる人は少なかった、ほとんどいなかっ

たという話でありますが、これは、やはり、交通安全講習会、自転車の５原則の講習会など

を通して、死亡事故の重要性をしっかり町民の皆様に訴えていただけるような啓発をしっか

り行っていただきたいと思います。まだ意識が、自転車に乗っておって倒れたときにそうい
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うことにつながるんだということが、まだまだ町民の皆様には理解がされていない部分があ

ると思います。確かに、子供さんはヘルメットをかぶっていますが、高齢者はかぶっていな

い状況で、面倒くさいというのもあるかもわからないですけれども、自分の命は自分で守る

というのが原則でありますので、そういった意味での安全対策をしっかり取り組んでいただ

くよう要望いたします。 

  それと、歩行者の信号機につきましては、少し明かりが見えてきたかなと、このように思

っておりますので、しっかりと要望していただいて、一日も早く歩行者用の信号機がつくよ

うに、子供たちの安全を守るためにもつけていただくようによろしくお願いいたしまして、

要望として終わりたいと思います。 

○８番 黒川勝好君 

  ８番 黒川でございます。 

  75ページの中段にございます嘱託員行政視察についてお伺いをいたします。 

  これは、毎年年度の初めに、各嘱託員の方に町側が、親睦を兼ねたというんですか、そう

いう形で１泊２日で研修旅行に行かれるということだと思いますけれども、まず、行き先な

んかは町が一方的に決めてしまうのかどうなのか。嘱託員の方も交えての行き先の選定なの

か。それから、１人当たりの予算はどのような扱われ方をしているのかお願いいたします。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  嘱託員の行政視察の特別旅費等のご質問でございます。 

  こちらについて、行政視察の行き先につきましては、例えば、防災とか観光とか、その都

度テーマを持って、町側のほうで視察先を決めております。それから、１人当たりの費用等

につきましては、行き先が遠隔地であればそれなりの交通費等もかかりますし、毎年幾らと

いうところまではあれなんですけれども、旅費につきましては大体４万円前後のところで、

毎年行き先をその範囲内で決めているところでございます。 

  以上でございます。 

○８番 黒川勝好君 

  わかりました。 

  １年に１回ずつ、嘱託員の方々は、１年で変わられるところもあるし、２年、長いことや

ってみえる方も、いろいろみえるものですから、研修で親睦を深めると同時に、いろいろな

嘱託員のお仕事を皆さんで話し合ってやっていかれる。それはいいやり方だと。当然町長も

それに同行されているということを聞いております。 

  お金の出し方なんですが、今、４万円程度の費用でやっておるということをお聞きしたん

ですが、１回は、嘱託員個々に、お金は実際は動いておらんと思うんですけれども、承諾書

みたいなものが出ておるんではないですか。４万円受け取りました、Ａ町内の嘱託員の方に、

一人ずつ出ておるということを聞いておるんです。そういうことを考えると、この決算でも
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そうですけれども、１人頭４万円は使っていないはずなんです。僕が計算したら３万6,000

円ぐらいになったんではなかったですかね。そうすると、その残金はどういう処理をされる

のか。我々も政務活動費、あれは5,000円の年間ですから６万円です。自分が使っただけ、

６万円以上使ったなら使ったでそれはいい。残ればお返しする形です。そうすると、今の嘱

託員の方のお金の処理はどういうふうに理解をさせてもらうとよろしいですか。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  嘱託員の行政視察の旅費についてでございます。 

  あくまでも、嘱託員の方というのは、この前の一般質問でもございましたように、非常勤

の特別職というところで、いわゆる町の職員です。非常勤特別職の方が町の公務で行政視察

をされるというところでございます。 

  そもそも、特別旅費というのは、特定の事務事業のためにそういう旅行をされるときに支

払う扱いでございます。現在、そういった嘱託員の方が行政視察に行かれます際には、事前

に概算払い、先ほど申し上げた旅費１人当たり４万円の概算の請求書を参加者の嘱託員の方

にお出しいただきまして、最終的に、今回は、議員おっしゃったように１人当たりの金額が

３万6,081円でございました。その差額のところで精算する形になりまして、概算のところ

で最初に旅費のほうを出しまして、精算額が確定した段階で精算書を各参加者の方にお出し

いただいて、残りの部分の残金につきましては、公費のところにお戻しする。そもそも、出

したこちらの予算のところにお戻しする、そういう流れで会計処理を行っております。 

  以上でございます。 

○８番 黒川勝好君 

  だから、お金自体が個人なのかどうなのかというところなんです。とりあえず、個人に１

回判をつかせてやっておるわけでしょう。残ったお金というのは、町内会で有意義に使って

もらうと一番いいんですけれども、そういう形じゃないとちょっとおかしいような気がする

んです。聞くところによりますと、決算報告も、過去一度もないようなことを言われる。こ

としは出たようなことを言ってみえるんだけれども、過去１回もないというのは、嘱託員の

方はわからんですよ。１年、２年で変わっていっちゃうものですから、システムはこういう

ものだ、毎年年度の初めに町長が来てご苦労さんと親睦をやって、それでいいと思うんです

けれども、お金の出し方だけはやはりきちんとしていかんと、会計報告はきちんとやってい

かんと誤解を招くおそれがあるんです。ですから、そこのところはやはりきちんとわかるよ

うな説明をもう一度お願いします。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  会計報告の件につきましては、今まで公務で旅行されておりまして、こういった公務員の

非常勤特別職の方が視察をされる際に、一々収支の、参加費用の内容のところの明細につい

てはお出しをしておりませんでした。そういったご意見も特に嘱託員の行政視察については
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ございませんでしたけれども、今回そういったご意見を一部から頂戴いたしまして、収支の

報告書を各参加者の方にしっかりとお送りいたしまして、支払いの内訳のほうを周知をさせ

ていただいた次第でございます。今後も、公務でこういった形で行政視察をされる際には、

嘱託員の方々に適正な会計処理をしながら、そういった支払い明細のほうもお送りする方向

でいきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長 奥田信宏君 

  総務費の途中ですが、まだ総務費で質問がおありのようですので、ここで暫時休憩をして、

10時35分から再開をいたします。 

  暫時休憩とします。 

（午前10時19分） 

○議長 奥田信宏君 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前10時35分） 

○議長 奥田信宏君 

  ２款総務費の46ページから99ページ、続いて質問を受けます。 

○３番 飯田雅広君 

  ３番 飯田雅広です。 

  決算書の51ページ、職員研修事業費についてお聞きします。 

  実績報告書の26ページに専門研修が７つほどあると思うんですけれども、見てわかるもの

はわかるんですけれども、例えば、右のほうの政策立案研修とかプレゼンテーション研修、

アサーティブ・コミュニケーション研修等々はどのような内容で、どういう人がこの研修を

受けたのか教えてください。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  それでは、主要成果の26ページの職員研修事業費のご質問でございます。 

  専門研修の３つ、右側のところ、政策立案研修、それからプレゼンテーション研修、アサ

ーティブ・コミュニケーション研修とございます。 

  まず、政策立案研修でございますけれども、私ども、こういった地方自治体の職員という

のは、政策立案というのが非常に重要な職務になってまいります。そういった中で、政策を

立案するためのツールとか方策とか、そういうところの研修でございます。実際、研修を受

けましたのが、政策推進課の関係の職員を受講させていただいております。 

  それから、プレゼンテーション研修でございます。こちらほうにつきましては、毎年ござ

いますけれども、こういった行政の仕事というのは、一般住民の方にどのように自分の仕事

をお伝えするかというのは非常に重要でございます。そういった中で、プレゼンテーション
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を各職場でやるんですけれども、今回のプレゼンテーション研修は一般職員の２日間のコー

スでございましたけれども、健康推進課の保健師が研修を受講させていただいております。

保健師ですので、各母子の方々等にいろいろ説明をする際、そういった自分のスキルをアッ

プするところの研修でございます。 

  それから、最後にアサーティブ・コミュニケーション研修でございます。こちらのほうは、

コミュニケーション能力の開発を主な目的とする研修でございます。今回いろいろございま

して、これは29年度の決算でございますけれども、29年度をもって廃止される研修メニュー

でございます。こちらのほうは、主に窓口の職員を、今回２人ほど研修を受講させていただ

いております。 

  以上でございます。 

○３番 飯田雅広君 

  ありがとうございます。 

  以前、町長に役場の組織機構の再編についてお聞きしたことがあります。そのときに聞い

たことなんですけれども、「国も地方もかつてない厳しい時代になり、従来の方法、感覚で

は自治体として存続できないといったことが懸念されます。民間企業は生き残るためのリス

トラなど企業努力を重ねております。行政は、親方日の丸で倒産がないから安心だといった

ことが言われますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行もあり、実質倒産と

認定されるようになり、そのようなことにならないためにも、より一層、より以上の努力を

しなければならないと考えております。そのためにも、前例踏襲といった手法を改め、経営

感覚を取り入れた行政運営に取り組むべきと考えます」とお聞きしたところ、町長の答弁と

しては、「まさに経営感覚を取り入れたこれからの行政運営というのが大変必要になります

し、不可欠であります。私が平成17年４月に町長に就任して以来、ＹＵＭＥ創り会議という

会議を催しております。締めのほうで、やはり、創造力がある、いわゆるイマジネーション

できるクリエイティブな公務員をこれからもつくっていただき、住民の皆さんの安心・安全

をしっかりと担保できるような、そんなまちづくりをこれからもしてまいりちというふうに

考えております」とご答弁をいただきました。 

  とはいえ、この研修内容ですと、創造力、いわゆるイマジネーションあるクリエイティブ

な公務員はなかなかできないのではないかなと思います。やはり、こういう公務員をつくっ

ていくには、マーケティング等々が必要ではないのかと思います。マーケティングというと、

販売促進ですとか宣伝広告といった非常に商業主義的な考えがあるかというふうに思うんで

すけれども、経営学者のドラッカーは、企業の目的は利益追求だけではなくて顧客の創造で

あるというふうに言っております。これを自治体に当てはめれば、人口減少時代において求

められていることは、住民の創造だと思っております。そういうことをしていくには、やは

り、マーケティングが必要ではないかと思います。 
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  実績報告書の91、92ページ、図書館のところなんですけれども、前回の一般質問で図書館

のことをお聞きして、ずっと調べていたので、ここに26年からの事業効果が載っていると思

うんですけれども、27年、28年の図書館の事業効果の内容が、全く一緒のことが書いてあり

ました。26年については、後段は全く同じ。前段の内容は、表現が違っていても内容はほぼ

一緒でした。29年はどうなのかなと思って見ていたんですけれども、多少は変わってはいる

んですけれども、利用人数、日数が違うので出し方が難しいと思うんですけれども、例えば、

入館者数を開館日数で割った場合、14万4,344人を277日で割ると521.97、端数を切って１日

平均521人利用しているというふうに見ていった場合に、24年が580人、25年が548人、26年

が540人、27年で少しふえて553人、28年はまた下がって539人、29年が521人と、基本的に下

がっていっているんです。ですので、29年の効果に関しても、多少数字的な分析なども、私

としては欲しいなと思っています。もしやっているんだとしても、こういうところにあらわ

れてきていないので、別に図書館を目のかたきにしているわけではないですけれども、たま

たま前回一般質問しているので調べたので図書館の話をしていますけれども、やはり、そう

いった意味で、マーケティングというのは本当に必要ではないかと思います。 

  よくＰＤＣＡという言葉も出てくるんですけれども、プランとドゥはできているんですけ

れども、チェックとアクションが本当にできているのかなと常々思っています。そもそも、

プランを立てるにしても、例えば、ソート分析等をやらないとプランも立てられないのでは

ないかと思います。ソート分析というのはマーケティングの手法になっておりますので、そ

ういう意味では、マーケティングの研修というのは絶対に必要ではないのかと思いますけれ

ども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○町長 横江淳一君 

  今、図書館のことを例に挙げて言われました。総務の関係で、私は、これからの公務員と

いうのはイマジネーションをしっかり働かせければいけないという話をさせていただきまし

た。そもそも、マーケティングという言葉だけを捉えれば、市場をしっかり把握をして、私

も一般企業に９年半おりましたので、あくまでも、市場分析をして、顧客のニーズ、ユーザ

ーのニーズをしっかり把握した上に、需要と供給のバランスをしっかりとり、なおかつ利益

を上げろというのが、古い人間かもしれませんが、私は、そうやって民間の会社で教わって

まいりました。 

  公務員は、そういう意味でいけば、蟹江町は今３万7,700人住んでございます。どんどん

ふえていただきたいんですけれども、皆さんのニーズは、やはりそれぞれ違うというふうに

思っておりますし、住民サービスというのは形としてなかなかあらわれにくいものがあると

いうのは、議員もご理解いただけるというように思っています。 

  ＹＵＭＥ創り会議で情報の共有をとりながら、ＰＤＣＡというのは全てのことに当てはま

ることでありますので、あえて、今回これに対して注釈は避けさせていただきたいと思いま
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すけれども、公務員として、今現在それぞれのポジションでいろいろな住民サービスをやっ

ているわけでありますので、そういうときには、国・県から言われた委任業務だけを譲渡し

て、自分が流れ作業の一つのパートであるという考え方ではなく、そういう考え方の中で、

地方自治体をしっかり堅持した中で、蟹江町ができる住民サービスはどういったものかとい

うことをしっかり勉強していただけるような、考えていただけるような、そんな公務員にな

っていただけるといいなということで、情報の共有をしながらＹＵＭＥ創り会議をやってお

るのは事実であります。 

  ただ、ＹＵＭＥ創り会議というのは部長クラスの方でありますので、そこで培ったいろい

ろなノウハウを下にしっかりとマネジャーの方が教えていく必要がありますし、当然、１カ

月に２回部課長会議もございますので、意見の交換等々はやられると思います。ただ、先ほ

ど言いました研修ということになりますと、先ほど実績報告の中にありましたような大きな

研修があります。ただ、小さな研修もそれぞれのポジションでプレゼンしてございますので、

全部が全部ここに挙げてあるとは思っておりません。少なくとも、それぞれのポジションで

必要なスキル、それから必要な方法を勉強する、そういう研修もあれば、応酬話法の勉強を

する小さな会議もあるようでありますので、できるだけたくさんの研修に出ていただけるよ

うに、政策推進が多分窓口になってございますので、これからも進めてまいりたいというふ

うに考えております。 

  適切な答えになったかどうかわかりませんが、民間企業の手法を十分取り入れるというも

のの、やはり、公務員という一つの柱、コアだけはしっかり守っていかなければいけない難

しさはあるというふうに思っております。 

  以上です。 

○３番 飯田雅広君 

  当然、公務員の皆さんですので、利益を追求するのはおかしいというところは十分理解し

ております。しかしながら、今図書館の例を挙げましたけれども、図書館の利用率が上がっ

ているということは住民の方が満足しているということですし、ということは、やはりそれ

が町の魅力につながっていっているし、最終的には人口がふえるというところにつながって

いくと思います。なかなか役場内でＯＪＴというのは難しい問題はあるかと思いますので、

そういった多少の経営者としての感覚というのを取り入れるような研修というのは、ぜひし

ていただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○９番 中村英子君 

  ９番 中村です。 

  ２点お願いしたいんですが、１点目は、91ページの税の徴収事業です。 

  税の徴収事業は、予算を編成した時点で、インターネット公売の手数料とか、公売物の鑑
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定手数料という項目が挙げられていたと思うんですが、決算書におきましてはそのようなこ

とで費用を使ったという形跡は挙がっておりません。それでお伺いしますが、町は差し押さ

えということをやっておりますので、差し押さえした件数も実績報告書にも載っております

が、事実上、インターネット公売に該当するようなものがなかったのか、公売をしなければ

ならないような事態のものがなかったのか、また、あってもそれをしていないのか、どのよ

うな状況であるかということを、まず１点目にお伺いをしたいと思います。 

  ２点目ですが、これは実績報告書の27ページにかかってくることですが、電算費用なんで

すけれども、電算業務委託料というものが非常に、雪だるま式という言い方はちょっとおか

しいですけれども、どんどんこれはふえておりまして、ことしも、間違いがなければ2,300

万円ぐらいがこれでふえているんではないかなと思うんです。 

  電算化ということは、以前は、この効果は、紙を減らすとか、人を減らすとか、事務量が

減るとか、そういういろいろな利点があるという面から捉えられておりましたけれども、最

近は、そんなことでも何でもなくて電算化をどんどん進められまして、その費用も、自治体

としては物すごく負担していくというような実態になっているかと思うんです。以前は、一

般会計の中で１％ぐらいが電算費用としてふさわしいのではないかという議論をした記憶も

あるんですけれども、今やそれどころではないんですが、電算委託料というものが町全体に

占める割合というのは大体どのぐらいになっているんだろうと思うと、把握しにくいんです

が、とっくに１億円を超えていると思うんですが、わかれば、全体でどれくらいかというこ

とをお伺いしたいんです。 

  それから、委託料というのは、ほとんど日本電算という会社に、非常にいい会社でありま

すけれども、委託しているというふうに思うんですが、まず、それの確認と、日本電算との

取引額というのは今幾らになっているんだろうかというふうに思いますので、その２点につ

いてお願いをいたします。 

○税務課長 鈴木孝治君 

  それでは、差し押さえ関連の質問でございますけれども、インターネット公売手数料です

とか公売物鑑定手数料が使っていないということなんですけれども、まず、こちらのほうが

予算として組まれた経緯なんですが、滞納整理機構に加入したときに、１回車の公売という

のをやっております。それを踏まえて、その翌年以降、こういった機構に加入している間は

そういったケースがあるかもしれないということで、この予算をずっとつけておりました。

ですが、実際には、それ以降、公売手数料ですとか、そういったものは使っておりませんで

して、30年度では、こちらのほうは、もう予算に上げていない状態でございます。インター

ネット公売ですと、実際には、動産です。その家の中に捜索に入って、家の中の物を引き上

げてきてそれを売るという作業になるんですけれども、蟹江町としましては、実際に家の中

まで入っていくということは現在やっておりませんので、こういったものも今は必要ないか
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なと思ってやめております。 

  あと、公売物鑑定手数料のほうは、不動産物件の差し押さえを公売する場合に鑑定士さん

に依頼するという予算で計上しておったんですけれども、実際には、蟹江町の今の職員のレ

ベルとか、そういったものもあるんですけれども、滞納されている方とお話をするときにも、

実際に売る段階になれば、公売ではなくて任意売却のほうをお勧めして、自分で不動産屋さ

んに行ってもらって、自分で売ったほうがいいですよと。公売ですと実際の市場価格よりか

なり安くなってしまいますので、それをしてさらに滞納者の方を苦しめるのではなくて、ご

本人様のご意思で自分で売られたほうが市場価格で売れますので、そちらのほうを指導して

やっていますので、実際に不動産を町が公売にかけるということは、今はやっておりません。 

  以上でございます。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  電算費につきましてご質問いただきました。それに対してお答えをいたします。 

  主要成果報告書の27ページの一番上に総合行政ネットワーク等整備事業とございます。電

算関係につきましてはここから始まりまして、30ページの下から２番目のところ、地方公共

団体情報セキュリティー強化対策事業、こちらまでが電算費で、今回ご報告をさせていただ

いております。それで、前年対比をいろいろ分析しましたら、総合行政ネットワーク事業か

ら先ほどのセキュリティー強化対策事業まで、前年度と比べますと、逆に1,000万円ほど減

っております。 

  なぜかと申しますと、かつては、今中村議員ご指摘のように、電算化することによって人

的な効率化、人を減らすとか、用紙等がなくなるとか、そういうメリットを追求しながら電

算費を計上しておったんですけれども、近年、電算費の内容を見ますと、マイナンバーもそ

うなんですけれども、国のほうのいろいろな強化事業、例えば、セキュリティー強化対策事

業とか、町独自ではなくて、国のほうからのいろいろなご指示、ご依頼がございまして、電

算費というのがふえております。基幹系のシステムの制度改正とか、国のほうの絡みのとこ

ろで電算費が非常にふえているのが現状でございます。 

  それで、一般会計のうちの電算費に対する割合とか、委託料の予算に対する割合のご質問

でございますけれども、今手元に資料を持ちそろえておりませんので、お答えのほうは控え

させていただきますけれども、いずれにしても、電算費、蟹江町独自のところは、先ほど出

ました日本電子計算株式会社様のほうに、27ページでいきますと住民情報管理事業とござい

ますけれども、こちらから、次のページ、28、29ページのところの住民基本台帳ネットワー

ク事業のあたりまでが日本電子計算様のご契約による事業でございます。 

  そのほかに、電算費の内訳といたしまして、内部情報系として、日立システムズ様のとこ

ろで、メール管理とかポータル掲示板管理とか、いろいろなところの内部情報系につきまし

ては日立さんにお願いしているというような現状でございます。 
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  以上でございます。 

○９番 中村英子君 

  徴収事業についてですが、今答弁していただいたんですが、私がお聞きしたいことは、不

動産で、税金がずっと滞納されていて、公売すべき物として該当するのではないかと思われ

るような物件について、今課長のほうから、任意売却を勧めているというお話でした。もち

ろん、任意売却したほうが高く売れますし、トラブルもなくいい状態になるんですが、任意

売却をお勧めするのはわかるんですけれども、全部が全部任意売却で対応してくれるかとい

うと、そうでもない場合があるんですよね。それで、長年にわたり税金を払わない不動産と

いうものも存在しているんではないかというふうに思うんです。 

  当然、行政が公売しているよその市町は大きいところではぱらぱらあるんですけれども、

小さな市町というのはそういうことをほとんどやっていないわけですよね。何でやっていな

いかといったら、ノウハウがないというお話が前にあったんです。やる必要があってもノウ

ハウがないのでという話をお聞きしましたが、機構が設置されて、まず、機構のほうにそう

いうノウハウがある。職員をそこに派遣してノウハウを学んでくるというお話が確かにあっ

たと思うんです。 

  それで、今お聞きしたいことは、何も公売ということを勧めるわけではないんですけれど

も、その必要性があるにもかかわらず放置しているということがあれば、それは問題なもの

ですから、そういうときに、町としてはノウハウがあって、町の職員としてそれに対応して

いくことができるのかできないのかということが１つの疑問ですので、それをお伺いしたい

と思います。 

  私がこれを申し上げますのは、税金を滞納している物件をかつて知っておりまして、町が

公売してくれればいいのにという話があった物件もあったんですけれども、参加差し押さえ

だけしていて、それを処理しようとしないと。もちろん、公売をすることにかかる費用と得

られるお金との関係があるので、ケース・バイ・ケースだとは思うんですけれども、ただ、

そういう姿勢というか、必要性に対してどういうふうな対応がとれるのか、とれないのかと

いうことからそれをお伺いしていますので、その点の必要性、やろうと思えばできるのか、

やろうとすべき物件があるのに対応していないのか、その辺の実態についてお伺いしたいと

思います。 

  それから、電算のほうなんですけれども、そうしますと、全体としては減ったという話が

あったんですが、住民情報管理事業に関しては、委託料というのがふえているということだ

と思うんです。ということは、恐らく国のほうの事業に合わせて対応しようとすれば、こう

いうふうに導入していかなければいけないということが実態かなと思うんです。 

  今の答弁でよくわかりませんでしたのが、日本電子さんにお願いしているということは間

違いないということで今お話があったと思うんですが、日本電子さんとの取引額について今
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言っていただいたか、今はわからないのか、どうでしたか。というのは、蟹江町は日本電子

さんに長いことお世話になっていますよね。年金を電算化する時代から蟹江町は日本電子さ

んにお世話になっておりまして、それで経過しているんですが、取引量も本当に大きなもの

になってきているんではないかなと思いましたので、後日でもいいですので、もしわかれば

そのことについてお願いをしたいと思います。 

  答弁としては、不動産の売買にかかわる対応の仕方についてもう一度お伺いしたいと思い

ます。 

○税務課長 鈴木孝治君 

  不動産を差し押さえしてある場合の対応ですけれども、今緊急に売らなければならないよ

うな方は存在しておりません。不動産を差し押さえている方は何人かいるわけですけれども、

実際には、分割納付をされていたり、給料の差し押さえが併用されていたりということで、

徐々に減っている段階ということでございます。 

  あと、不動産を差し押さえている意味といたしましては、税の債権を保全するという意味

がございます。万が一のときには、例えば、それがほかの債権者から競売とかになる可能性

もありますので、そのときには税のほうで優先されるように差し押さえをつけておくという

意味がございます。 

  あと、対応できるかどうかということなんですが、本当にいざとなれば、愛知県の公売と

いうのを共同でやっておりますので、そちらのほうにさせていただくという方法がございま

す。 

  以上でございます。 

○９番 中村英子君 

  私もマンションに住んでいるんですけれども、時々そこの一室の処分に大変手を焼いたり、

困ることがあるわけです。世帯数が多いものですから。一般の戸建てのところもそういうと

ころがあると思うんですが。 

  最後にお聞きしておきますが、そうしますと、対応しようと思えば、県も絡んでそれはで

きるということかもしれませんが、町として基準ですけれども、どういう状態になったら公

売という判断をするのかという基準というものは持ってみえるんですか。そういう基準は別

にないのか。何年間たてばその対象になるのか、ならないのか、その基準というようなもの

をつくって、その基準に当てはめてやらないと、不平等も起こりますし、いろいろ問題が起

こることがあるかと思いますので、そういった基準というものはあるのかないのかというこ

とをお伺いしたいと思います。 

○税務課長 鈴木孝治君 

  公売に関する基準があるかどうかということですが、そういった基準はつくってございま

せん。そういったときになれば、ケース・バイ・ケースで判断していくということになると
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思います。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 

  ２番 板倉です。 

  71ページの平和祈念事業について少しお伺いをいたします。 

  実績報告書の32ページにもあります。中村議員から読谷村との関係で平和事業を進めたら

どうだという一般質問もありました。実績報告書にも書いてあるんですけど、もう少し具体

的に、ここには平和祈念広島派遣事業から原爆パネル、平和リレートーク負担金等が書いて

あります。もう少し詳しくお尋ねをいたします。 

○政策推進課長 北條寿文君 

  私のほうから答弁させていただきます。 

  もう少し詳しくということでございますが、まず、広島派遣につきましては、２日間の日

程で、当局事務局の職員が１名引率をさせていただいております。実際には、当日到着いた

しまして、広島青少年平和の集いというものに参加をさせていただき、全国の各地から集ま

った中学生の皆さん、約数百名みえますが、その方々と一緒にディスカッションをしており

ます。それから、そのプログラムの中で被爆体験講話というものをお聞きして、そして平和

記念資料館を見学して１日目が終わります。２日目が、朝一から、世界中から集まってくる

広島平和記念式典、こちらのほうに参列をさせていただき、午後からは広島の観光というこ

とで、ここ最近は宮島に向かっておりますが、観光をして帰ってくるということでプログラ

ムを組んでおります。 

  あと、原爆パネル展につきましては、８月を平和強調月間として捉えておりますので、図

書館とコラボレーションいたしまして、図書館の２階ギャラリーで１カ月間、原爆の悲惨さ、

命の大切さというものを訴えかけるパネルを展示させていただいております。 

  あと、８月の下旬になりますが、平和リレートークということで、こちらのほうは、おと

としまでは平和祈念映画会というものを実施しておりましたが、最近、上映する映画がレン

タルなんかでも借りられるということで、昨年度から改めさせていただきました。まさに、

この29年度が初回の事業でありましたが、３部構成で、まずは平和祈念音楽会、これはソプ

ラノの方を招いて平和に関する歌を聞かせていただくというのを30分弱、その後、被爆体験

講話ということで、実際に被爆者の方をお招きして体験談を聞かせていただいております。

そして最後に、広島平和記念式典への派遣業務の報告ということで、実際に行った中学生に

もお越しいただいて、住民の皆さんの前で感想発表というような形で一連のプログラムを組

んでおります。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 
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  ありがとうございます。 

  平和リレートーク、昨年からリレートーク方式で平和について、語り部さんからお話を聞

いたり、記念式典に参加した中学生の報告を聞いて、来てくれる方の人数が若干少ないかな

と思うんです。そこで、私も知らなかったんですけれども、隣の弥富市が中学生の広島研修

事業ということで、2011年から中学２年生全員が１泊で広島へ行っているそうです。内容と

しては、弥富市は平和記念式典には参加しているわけではなくて、秋の11月に行っているみ

たいです。行程としては、平和記念公園の見学、原爆ドーム、平和記念資料館、平和の塔、

折り鶴の献呈式などを見ながら見学研修をしているみたいです。弥富市が行っている広島の

研修についてご存じかどうかお願いをいたします。 

○政策推進課長 北條寿文君 

  私が聞き及んでいるところによりますと、弥富市さんは、たしか平成23年度から、市内３

つの中学校の中学２年生全員を派遣しているということでございます。今、プログラムの説

明も少し言及されましたが、実際には、早朝６時あたり、かなり早い時間に全員集まって、

市長さんが挨拶をされて、その後にバスで広島のほうに向かってプログラムが始まるという

ことで、当町におきましては、広島市内ということに限定しておりますが、弥富市さんは、

宿泊地は、たしか江田島の青少年施設のほうに宿泊されていると思います。あとは、呉市の

ほうに向かって、戦艦大和に関するところでお話を聞くとか、あとは平和記念資料館、平和

記念公園といったところのプログラムということで、１泊２日、中学２年生の全員が派遣さ

れているということで把握をしております。 

○２番 板倉浩幸君 

  町長と教育長に、この平和祈念に関しては平和教育ということで教育も関係すると思うの

で、具体的に答弁できましたらお願いします。 

  今回資料を取り寄せたんですけれども、ちょうど弥富市の市議会で一般質問がありまして、

広島派遣事業についての質問だったみたいなんですけれども、服部市長の答弁の中に、「こ

の事業は平和都市宣言を具現化したもので、中学２年生全員による広島派遣研修でございま

すということで、ことしで７年目になる。平成11年当時と比べると、現在はさらに核の脅威

にさらされると言っても過言ではないと思っております。生徒たちが広島の原爆ドーム、あ

るいは資料館を訪問することにおいて、戦争とは、平和とは、命とはという形で考えていた

だく助けになればと、平和学習研修は大変大きな意義があると思っております。恒久平和を

願う心を大きく育ててくれることが私の希望であります。」と、いうことで2011年度よりこ

の事業をやっているわけです。先ほど答弁で大和ミュージアムの話がちょっと出たんですけ

れども、昨年からは平和公園を中止にしたものと改めたと私は聞いております。 

  こういうことで、この事業自体をどう考えているのか。僕としては、弥富市の、中学２年

生の子供のときに平和とはどういうものなのか、その辺も学習しながらというのはとてもい
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い事業だと思うんですけれども、教育としては、今修学旅行なんかは東京のほうだと思うん

ですけれども、修学旅行と別の話で広島の研修、広島に訪れていない子供、中学生もたくさ

んいらっしゃると思いますので、いま一度、唯一の被爆国の日本で平和記念公園を訪れるよ

うな施策的なものはどう考えているのか、ありましたらお願いいたします。 

○政策推進課長 北條寿文君 

  まず、事業当局のほうから考えを述べさせていただきます。 

  いろいろなやり方があると思いますが、まず、今板倉議員がおっしゃっていただいた、た

くさんの生徒、学年のほぼ全員の生徒を行かせるということは、非常に意義があることだと

いうことで共感いたします。 

  当町の派遣におきましては、平成５年から広島平和記念式典に参加をするというところに

重きを置いておりまして、式典になってきますと、全国から集まってくる中で、今、非常に

限られた自治体しか枠がございません。そこを確保しながら、現在代表生徒に行っていただ

き、そして、それをその後の、まさに今月あしたでありますが、中学校の文化祭の中で全生

徒に報告をすることで、全校生徒で共有をさせていただくという一つの流れをつくってまい

りました。 

  弥富市さんにおいては11月ということで、平和記念式典のときに行くということは、やは

り、世界中から集まってきて、日本の中でも、最も平和に取り組む、向き合う、その機運が

高まっているときだと捉えておりますので、政策的な考え方としては、しっかりとその機運

の中で生徒に体験していただき、代表と言いましても、生徒会の生徒さん、非常にしっかり

した学校を代表する子たちが行っていただいていますので、そこから全校生徒に波及し、そ

して、町民の皆様方に報告会を行うことで全町に広げていくという一つの理念を持って考え

おりますので、当局としては、そんな一定の考えでご理解いただきたいと思います。また機

会があれば、教育委員会ともきちんとお話をしながら、今後の方針については話し合いたい

と思います。よろしくお願いします。 

○教育長 石垣武雄君 

  中学生の広島への派遣のことでありますが、先ほどからお聞きしておりますと、弥富市さ

んが23年度から、何がきっかけでということも一瞬思わんでもありませんが、多分、これは、

修学旅行というよりも、市としてのお考えだったろうと。修学旅行は、今言われたように東

京のほうではないかというふうに思っております。修学旅行と兼ねているということではな

いと思います。 

  先ほど担当課長が申し上げたとおり、やはり、式典に出るのに、今は多分枠がないと思う

んです。ですから、うちの場合だと平成５年あたりだったですか、ずっとやってきて、その

式典に参加して世界で集まってくる。そして、そこでそれこそ総理大臣の話から、その場に

空気を吸うと。 
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  実際に、それは限られた人数でしかなかなか難しい。それはそれで、私は続けながら、そ

して先ほどあったように、子供たちがこのリレートークで、そういう体験をしてきたことを

皆さんに発表し、そして、学校でもお願いしておるところでありますが、全体の場で、１年

から３年までのところで、体験してきたことを伝えていくと。ずっと長いスパンで蟹江町は

やってまいりました。それはそれで、やはり僕は大事なということを思いますし、もちろん

その弥富市さんがどうってことありませんが、弥富市さんの方法もまた、きっかけとか方法、

内容、理念等をまた検討しながら、これは町としてのやっていく方向でありますので、考え

ていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○町長 横江淳一君 

  今、教育長、担当の課長のほうから話がありました。平和祈念事業のやり方というのは、

それぞれの自治体、これは違ってもいいのかなというふうには思っています。 

  すみません、認識なくて、僕は修学旅行だというふうに考えておりましたが、そういう市

長さんの考え方、そして、弥富市さんの考え方が、そういう考え方だったらすばらしいこと

だなとは思っています。我々、平成５年から始めたこの事業は、続く限りやっていきたいな

というふうに思いますし、やっぱり継続することが、これ一番必要なのかなというのは一つ

思っています。 

  それと、一般質問で中村議員からも質問いただきました、沖縄の件でもありますし、実際、

先ほどちょっと核の脅威と言われましたが、実際、確かに世界のバランスをとっているのは、

そういうことも一理そういう考え方もあるようでありますが、実際のところ、人類の歴史と

いうのは戦争の歴史でありますので、やっぱりこれは誰かがとめなきゃいけない、誰かがそ

ういう感覚を持たなきゃいけないという、長い時間、私はかかるような気がいたします。 

  実際、過去の経験に学ぶというのは、一番必要であるという意味も含めて、第二次世界大

戦の悲惨さ、第一次世界大戦の悲惨さ等々あるわけでありますので、次の世界戦争にならな

いような、地域では宗教戦争だとか一部の利権戦争等々あるようでありますけれども、そう

いうことも含めて、しっかりと勉強する上でのたくさんのアイテムが、蟹江町の中学生にあ

ってもいいんじゃないかな、こんなことも思っていますので、またいろんな地域の平和授業、

平和学習を参考にしながら、教育委員会ともお話をしながらやっていきたいというふうに、

今現在は考えてございます。 

  以上です。 

○議長 奥田信宏君 

  他にないようでしたら、２款総務費を終わります。 

  続いて、３款民生費、98ページから135ページまでの質疑を受けます。 

  ありませんか。 
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○14番 髙阪康彦君 

  そうしたら109ページ、高齢者ふれあいサロン事業というので、実績報告書では50ページ

になりますけれども、昨年が１サロンふえて、ことしが２サロンふえて、合計４サロンとい

うことですが、このサロンのどこがやっているかということと、もう一つは、こういうのを

補助する趣旨とか効果という、どういうものなのかということをちょっとお聞かせください。 

○介護支援課長 戸谷政司君 

  ご質問がございました、ふれあいサロン事業の件でございますが、まず、運営をしている

４サロンについてでございますが、まず、海門地区、大海用地区、川西地区、北之町地区の

４サロンというところで運営をしていただいております。 

  昨年、ちょっと髙阪議員のほうからご質問がございまして、助成委託料という形にはなっ

ておるんですが、今年度の４月から、ちょっと要綱のほうを改正させていただきまして、補

助金という形に変更させていただいております。 

  基本的には、高齢者が地域で活動をしていただけるサロンをやっていただくものに対して、

助成をさせていただくというようなところで、地域で誰でも気軽に寄り添っていただいて、

いろんな方が集っていただくような形で、集いの場をできればというところでやっているも

のでございます。 

  以上でございます。 

○14番 髙阪康彦君 

  全然答弁になっていないですよ。趣旨はって、なぜそういうことをするかということは、

町が、10万円だと思うんだけれども、10万円も出してこれをやってくださいというのは、た

だ、老人が集まるだけでお金を出すんですか、違うでしょう。それは、元気なお年寄りをつ

くるとか、医療費の削減がなるとかって、そういう効果を僕は聞きたかった。老人がただ集

まって、サロンになったからそこに補助金を出すなんておかしいでしょう。 

  この前、ちょっと我が町内のほうでも始まったものですけれども、本当に一生懸命やって

みえるんですよ。要綱、補助金か何か変わったと今言われたけれども、要綱が年に50回、そ

して１回が65歳以上の人が５人から６人集まってやりなさいと。そういった場合に、年間10

万円、違ったらまた違ったって言ってくださいね、年間10万円差し上げますよということで

すが、50回もやれば１回2,000円なんですよ。大体、公民館あたりは無料で使えますけれど

も、民間になってくると使えませんし、老人を集めようと思うと、何かのイベントじゃない

けれども、何かやらないと集まらないですよ。 

  それに本当に皆さん、身銭切ってやってみえるかもしれませんが、本当に町の意向として、

民間の活力を利用するという考え方あるんですけれども、10万円あげますよ、開設費用５万

円あげますよと。それでこれをやってください。ボランティアの人は本当にお金がなくても

一生懸命やられるけれども、これそんなに続かなくて、しかも、どこでも一緒にいるんです
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が、大体、老人が集まってくるともう固まっちゃうんですね、グループに、ある程度。本当

ほかのグループに入れないというような状況があって、なかなか本当に効果があるのかなと

一瞬思うときがあって。やっている方は一生懸命やってみえるもんでね、頭が下がるんです

けれども。 

  また、もう一つは継続は力ということで、これをつなげることにね、もっと言えば空き家

を使って、そういう団体がいっぱいできるとかなれば理想なんですけれども、そういうふう

には動いていない。老人の方は本当にわがままですから、うちに閉じこもらないで来てくだ

さいと言っても、なかなか来てくださらないのが現状ですよね。 

  大体、もともとの発想が、町が補助金をあげますからこういうのをしてくださいというん

じゃなくて、私たちが一生懸命老人を集めたから補助金をくださいというのが本当だと思う

んですけれども。そのことに関して、この事業をこれからずっと続けていかれるのか、僕が

言ったように、実際どういう効果を期待してみえるのか、それをちょっと聞かせてください。 

○介護支援課長 戸谷政司君 

  すみません、答弁が合わなくて大変失礼いたしました。 

  このサロンの意義というか趣旨でございますけれども、基本的には介護予防、いつまでも

住みなれた地域で健康的に暮らしていただくというようなところが、まず趣旨でございます。

基本的に、介護保険の地域包括ケアにもございますように、住みなれた地域で、人生の最後

まで暮らしていただけるようにというところで、少しでもお出かけいただいて、体を動かし

て、健康に留意していただいて、長くご自宅で過ごせるようにというところで、介護予防の

意味を含めたものでございます。 

  補助金の10万円というところでございますけれども、こちらのほうは、基本的に講師を呼

んでいただいたりとか、会場を借りていただくというところで、さまざまなところでお使い

いただくような形ではございますけれども、基本的にやっていただいたものに対して少しで

も補助ができればという趣旨で、補助を出しているものでございます。 

  また、こちらのサロンにつきましては、基本的に地域の方々でお願いをしておるところで

はございますけれども、蟹江町のどなたが来ても、受け入れていただくというようなところ

で、お願いをしているものでございます。基本的に、現状として地域の方々で、グループの

方がよくお見えになるというようなところではございますけれども、初めておみえになられ

た方もぜひ受け入れていただいて、そういう形で運営していっていただきたいなというふう

に思っております。 

  今、引き続き、こういう事業をやっていくかというところでございますけれども、現在、

相談とかにちらほらおみえになられる団体もございますので、できる限り進めていきたいと

思います。 

  先ほど言われました、補助金の交付、補助金の団体に出す基準というところで、年間50何
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日やらないかんというところもありますので、こちらのほうは現状はこういう形になってお

りますけれども、ちょっところ合いを見計らって、もうちょっと緩和とかも検討していきた

いと思います。 

  少しでもこういうサロン活動がふえればいいなというところの、思いがこもった事業でご

ざいますので、要綱等見直しが必要であれば、当然、見直しをかけて、少しでもたくさんの

方がやっていただけるように、検討していきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○14番 髙阪康彦君 

  わかりました。続けてやられるということで、本当に継続は力で、民間の方がそういう気

になって、これからますます本当に私らも含めて、高齢者がふえていくもんで、元気な高齢

者をつくることが、大変、町にとっては医療的にも助かるし、そういうことだと思うんです

けれども、もう少し、補助金にかわったということは何ですか、10万円は10万ですか、使っ

た額に対して補助じゃなくて、そうですか。 

  10万円で50回というのは、それは幾らボランティアでも大変だなと思うので、できたら少

し状況見て、本当に一生懸命やってみえる、基準は難しいんですけれども、もう少しあげて

やらないと、イベントというか何もできませんよ。そんな、これやるから来てくださいよと

いうふうに始めるもんで、それがなかったら来てくださいとならなくはないし。確かに本当

に老人を集めるのは大変なんですよ、いつも見ると、いつも同じ人ばかり集まっているんで

すよ。新しい人、余り来ていないですよね。 

  非常に難しいんですけれども、これからは本当にそういう時代ですので、継続してやられ

るんだったら、本当にやってみえる人のことを考えて、もう少しどうですか、聞いてあげて、

どういうふう困っているんだというのを聞いてあげて、資金に困っていれば、多少でも余分

に出していただけるように、そういうふうにお願いをいたしまして、終わります。 

○８番 黒川勝好君 

  ８番 黒川です。 

  101ページの下のほうにございます、社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会について、ちょ

っとお尋ねいたします。 

  これは私、一般質問のときに、本当に社会福祉協議会はすごくたくさんの事業を行ってお

みえになる上に、また、町だ県だの委託事業も行っている、これは大変だと。こんな大変な

社会福祉協議会に、また今回新しくできます多世代交流センターの指定管理者受けていただ

いたということで、大変、私は心配しているということを一般質問でさせていただきました。 

  それで、その裏づけといいますか、この実績報告書を見させてもらうと、27年度は1,940

万円です、補助金が。28年度も一緒です。29年度になりますと2,368万円、今回ですね。30

年度の予算を見ますと2,700万円という予算が出ておりますね。 
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  この数字を見てもわかるように、やはり今、社会福祉協議会って大変、仕事的にもふえて

きておりますし、大変だということがこの数字を見てもわかると思うんですね。でも、半強

制的といいますか、行政側は、最初からほかの民間を募ることもなく、社会福祉協議会でや

ると言い切っております。ですから、この補助金がこれだけこの２年、29年、30年と上がっ

てきておるその理由をお聞かせください。 

○住民課長 中村和恵君 

  社会福祉協議会の補助金の件について、お答えいたします。 

  議員が言われましたように、一昨年度までは1,940万円だったんですけれども、昨年度

2,368万8,000円にふえました。その1,940万円のときまでは、町から派遣職員として、１人

の職員を派遣しておりました。派遣職員をなくしたことによりまして、人件費として３人分

から４人分という形で、人件費のほうの補助をしておりますので、この辺のところでちょっ

とふえているということ。 

  あと、また来年度予算なんですけれども、29年度2,300万円のときの人件費の中には、嘱

託職員としてやっていただいている方が、次、今年度、正職員になりまして、その分の人件

費として、やはり多少ふえております。 

  以上でございます。 

○８番 黒川勝好君 

  ということは、結局、人件費の関係で上がってきたという理解でよろしいですか。今回の、

今回といいますかこの２年ぐらい上がっているのは、それでよろしいですか。 

○住民課長 中村和恵君 

  すみません。こちらのほうの補助金につきましては、人件費の関係で上がってきておりま

す。 

  以上でございます。 

○８番 黒川勝好君 

  人件費だけで、補助金がこれだけ上がってくるんですかね。ちょっと僕は理解できんです

けれども。 

  そうすると、今後、これからもまた上がってくる。結局、人件費ということは、人をふや

しているということですよね。ふやして上がったわけではなくて、非常勤が正社員とかそう

いうふうになって、ふえていった、それだけでこれだけ上がるもんですか。やっぱり人数的

にもふやしているんじゃないですか。これからももっとふやしていかなきゃいかん状況にな

っているんじゃないですか、そうではないんですか。 

  30年はとりあえず2,700万円という補助金になっている。これが31年、32年と3,000万円だ

3,500万円と、こう膨れ上がっていく可能性というのはないわけですか。 

○住民課長 中村和恵君 
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  人件費につきましては、先ほども申しましたように、昨年度、嘱託職員が２人というとこ

ろで、今年度から嘱託職員が正職員になって、２人が正職員になってというところで、町か

ら派遣をしていたときは３人の補助をやっていました。町の派遣がなくなったときに、４人

に補助のほうふやしまして、嘱託職員が正職員になったこと、あとは人勧分という形で、今

のところのこの補助金のほうはなっております。 

  以上でございます。 

○１番 松本正美君 

  １番 松本でございます。 

  ページ数は121ページ、３人乗り自転車のことについてお伺いしたいと思います。 

  この３人乗り自転車は、平成28年度より25台になったということでお聞きしておるわけな

んですが、28年度から現在までの申し込みし、活用状況、それで申し込みに漏れた方があっ

たのかどうなのか、まず、そこの点をお聞きしたいと思います。 

○子ども課長 舘林久美君 

  では、お答えさせていただきます。 

  ただいま、３人乗り自転車につきましては、25台の貸し出しをしているんですけれども、

29年度、30年度につきましても、それ以上のお申し込みがあり、抽せんで貸し出しをさせて

いただいているところでございます。 

  以上です。 

○１番 松本正美君 

  ３人乗り自転車は、申し込みが多くて抽せんで行われているということであります。 

  当町に住まれる、３人乗りの自転車を貸し出してほしいという要望があったわけなんです

けれども、特に、この自転車が申し込みに漏れた方ですね、漏れたお母さんから、３人乗り

の自転車は非常に高額になると、７万円以上ぐらいするということを言ってみえました。 

  そういう意味で、本当に子育て支援ということで、もう一回、この３人乗りの自転車の増

車というか、ふやすことはできないのかどうなのか、こうした漏れた方が、今、先ほど課長

のほうからもありましたように、みえるということですので、こうした蟹江町の子育て支援

ということを大きくうたっておりますので、子育て支援という立場から、増車することはで

きないのかどうなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○子ども課長 舘林久美君 

  増車についてなんですけれども、一応、今年度、平成30年度の動きといたしまして、当初

25台の貸し出しをさせていただきました。その中で、ご辞退があった方、その後、誕生日を

迎えて６歳を上の子が迎えて返却された方で、自転車が戻ってまいりましたその段階で、も

う一度、抽せんで漏れた方について再アナウンスをさせていただいて、今、現在について、

待っているという方はいない状況でございます。 
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  ですので、増車については、ちょっと少し検討をさせていただきたいと思っているところ

でございます。 

  以上です。 

○１番 松本正美君 

  今のところ、キャンセルされた方もみえて、それを利用されているということであります。 

  今後、蟹江町の子育て支援ということで、大きく呼びかけておりますので、やっぱり毎年

毎年、今はそういう状況かもわからないですけれども、どうしても漏れる方も多々出てくる

んではないかなと、このように思っております。 

  そういう意味では、ぜひ、３人乗り自転車を今後はやっぱり検討していただきたい。今の

ところはそういう状況かもわからないですけれども、これから子育て支援ということで、本

当に多くの若いお母さんに、蟹江町にも来ていただきたいということを町長も言ってみえま

すので、そういった面も含めて、町長のほうからこのご見解があれば、よろしくお願いいた

します。 

○町長 横江淳一君 

  松本議員の３人乗り自転車、電動自転車でありますので、７万円ということは実はござい

ません。もう少し高い金額が設定をされておるわけであります。 

  これ、実はバッテリーを搭載しておりますので、バッテリーの耐用年数も実はもうそろそ

ろきておりまして、来年度、多分25台分バッテリーの交換を余儀なくされるというふうに考

えております。 

  先ほど、担当課長が申し上げましたとおり、しっかりとニーズに100％お応えできるかど

うかは、非常に厳しい状況ですということを、ちょうど去年聞いたんですけれども、たまた

ま今は、そういう借り手と貸し手がバランスがとれているという、その報告は聞いてござい

ます。 

  今後、そういう方が多くなるような状況が続けば、これはまた議員各位にご相談を差し上

げながら、当初予算、これからあれになりますが、一遍調査をしたいといふうに考えており

ますし、また、そういうご意見もございましたらば、早い時期に言っていただければありが

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○９番 中村英子君 

  ９番 中村です。 

  133ページですけれども、プレママサロンということで、新規事業みたいな形で行われま

すが、これが月１回にプレママサロンを開催しているということで、出産前の妊婦の交流の

場というような役割になっておりますが、実際、この参加者ですが、実数どれぐらいのご参

加がありましたでしょうか、お聞きします。 

○子ども課長 舘林久美君 
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  お答えさせていただきます。 

  プレママサロンは、週１回程度、大体開催をさせていただいているんですけれども、その

会場がそんなに広くないものですから、大体、１回の参加が親子10組前後と把握しておりま

す。 

（「何人か」の声あり） 

  10組前後です、１回の開催で10組前後です。 

（「６組」の声あり） 

  10組です。 

○９番 中村英子君 

  じゃ、10人ぐらい、実数10人ということですよね。 

○議長 奥田信宏君 

  10組。 

○９番 中村英子君 

  10組って何ですか。 

○子ども課長 舘林久美君 

  すみません、親子で参加させていただくものですから、10組とお答えさせていただきまし

た。 

○９番 中村英子君 

  これって、出産前の妊婦のあれじゃないんですか。出産後も参加できるかもしれませんけ

れども、この目的としては、まず出産前が主な事業ではなかったかなと思うので、ちょっと

それで、出産前の人のことを私はお聞きしましたものですから、出産前の妊婦の方がどれぐ

らい参加されているんですかということをお聞きしたと思います。 

  それで、この費用の42万円というものは委託しているんですが、これは１カ所に来ていた

だいてやるというやり方なもんですから、これは、どういう経費に充当するという考え方で

42万円が計上されているのか、それについてもお伺いをしたいと思います。 

○子ども課長 舘林久美君 

  費用の内訳についてでございます。そちらには講師を派遣させていただくと、その講師の

お金であったりだとか、あと、周知をさせていただくときの印刷物だとか、消耗品だとか、

そういったものに充てられております。 

○９番 中村英子君 

  妊婦さんは何人だったのか。 

○子ども課長 舘林久美君 

  ごめんなさい、妊婦さんも大体10名程度です。 

○２番 板倉浩幸君 
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  ２番 板倉です。 

  125ページの保育所の運営費です。実績報告書の保育所運営費で、それぞれの保育所の児

童数と入所率が表があります。 

  実際、今、蟹江町において、保育所の待機児童はいないと町長も言っているんですけれど

も、実際に本当にいないのか、いませんと言えるのか、その辺をお願いいたします。 

○子ども課長 舘林久美君 

  待機児童についてなんですけれども、３歳以上についてのお子さんについての待機児童は、

今いませんと言い切ることができるんですけれども、それ以下、ゼロ歳から２歳までのお子

様につきましては、年度の途中でお申し込みがあった方について、ちょっとご案内できてい

ない部分があるところが正直なところです。 

  以上です。 

○２番 板倉浩幸君 

  そうですね。僕もゼロ、２歳児の、３歳以上は確かに待機児童、場所によって、この表で

いくと蟹江西ほぼ100％ということでなって、蟹江西に行きたくても入れなくて違うところ

へ案内するということも聞いております。 

  特に、ゼロ、２歳児で、昨年カリヨンに入所の募集をしたんだけれども入れなかったとい

うのはよく聞きます。その辺で、実際、また11月からも入所の募集が始まるのかな、それに

ついて、そのゼロ、２歳児をどうしていくのか。まだまだ事実上、蟹江としてもまだ足りな

いのかなということを考えますので、その点について、何かありましたらお願いいたします。 

○子ども課長 舘林久美君 

  お答えさせていただきました、ゼロ歳から２歳についての利用というのは、減少の見込み

は少ないと思われますので、より厳しくそれぞれの状況を確認をさせていただいて、優先順

位を決め、入所につなげたいと思います。 

  また、今までですと、母親が育児休暇に入った場合の、上のお子さんがゼロ歳から２歳ま

でにいた場合ですと、そのまま蟹江町は引き続きお受けすることができていたんですけれど

も、その部分についても、もし、入所が多く見込まれるようであれば、そこもちょっと精査

していかなければいけないのかなということも考えております。 

  以上です。 

○２番 板倉浩幸君 

  今の答弁、ちょっと東京でよく聞く話ですよね。兄弟が入所していて、同じ保育園、保育

所通いたいというのは、親の切実な願いだと思います。その中で、ゼロ、２歳児を預けて、

お母さんが外へ働きに出るというのは別としても、預けたくて、何とか生活を維持するのに

頑張って、お母さん働くのに預けて何とかしたいと思っている中で、ゼロ、２歳児が足りな

いということで、優先順位もやはりあるかと思いますけれども。 
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  実際に蟹江町、ちょっとこの間相談したんですけれども、蟹江町に引っ越したいと考えて

いる方で、このとき、もうすぐ産まれる子かな、それで、４月から入所したいんだけれども、

入れるのかな、よその自治体の方なんですけれども。そういう方がせっかく蟹江町に住みた

いなと言っている中で、どうなんだと思って。その点、民生部長でも町長でもよろしいので

どちらかで、２人ともでなくて結構です、お願いします。 

○民生部長 寺西 孝君 

  出産、お引越しされる前提でお申し込みされる方いらっしゃって、当然、11月にお申し込

みがあるわけですので、その時点で、そういった方につきましては、例えばお産まれになる

方でありましたら、母子手帳の、まだ名前が当然産まれていない方でしたら、そういった形

でお申し込みも可能でございますし。住所がまだ、４月にいらっしゃるかどうか、４月１日

に住所設定されるかどうかわからないけれどもという方につきましても、蟹江の引っ越し先

の住所でお申し込みを頂戴いただければ、お申し込みのほうを受け付けさせていただいてお

ります。 

  その中での、優先順位を見させていただいて、勤務状況でありますとか、ご家族の状況を

見させていただいて、総合的に担当のほうが判断のさせていただくという形でございますの

で、住所が後でも、まだお産まれでない方でも、途中入所でも、その11月の時点では、お受

けをさせていただきますので、ぜひ、お申し込みをいただけたらと思っております。 

  以上でございます。 

（「住所は関係ないのか」の声あり） 

  住所というのは、蟹江にいらっしゃる前提の住所をお書きいただければ、受け付けをさせ

ていただくということでございます。 

  以上でございます。 

○議長 奥田信宏君 

  他にありませんか。 

（発言する声なし） 

  他にないようですので、３款民生費を終わります。 

  ちょっと時間は早いようですが、お昼の休憩に入ります。１時から再開をいたします。 

  ４款衛生費を１時から再開をいたします。じゃ、休憩といたします。 

（午前11時49分） 

○議長 奥田信宏君 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時00分） 

○議長 奥田信宏君 

  議員の皆さんのお手元に、議会報告会のチラシがお手元に配付をされております。これが
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来月早々に出される、議会報告会のチラシでございます。 

  それでは続いて、第４款衛生費、134ページから157ページまでの質疑を受けます。 

○９番 中村英子君 

  ９番 中村です。 

  145ページ関係なんですが、各種健診に関することでありますが、実績報告書もあるんで

すが、実績報告書は61ページになってくるかと思うんですが、各種健診が行われております

ね。そして、そのうち赤ちゃん訪問というものも行っているんですが、例えば赤ちゃん訪問

でも、実際に訪問すべき対象者の数と、それから実際に訪問できている数というのは、ちょ

っと違いがあるのか、全部できているのかよくわかりませんが、その辺の率といいますか、

差についてまずお伺いしたいと思うんです。 

  そして、健診というものをほとんど受けないというような状況の子供さんがみえるのかど

うか、その辺の実態についてお伺いをいたします。 

○民生部次長兼健康推進課長 佐藤正浩君 

  赤ちゃん訪問に関するご質問を頂戴いたしました。 

  昨年度の赤ちゃん訪問をするべき対象者は、赤ちゃん325名、そのうち訪問させていただ

いた方が307件、訪問率が94.5％であります。 

  ご家庭の事情で訪問を希望されない方もありましたんですけれども、連絡をとれなかった

方に対しましては、次の４カ月健診において、全て受診していただいておりまして、私ども

としましては、全員把握はとれております。 

  以上です。 

○９番 中村英子君 

  わかりました。じゃ、４カ月健診においては、対象者は全員健診が受けられていると、そ

ういうことでよろしかったですか。 

（「はい」の声あり） 

  これをやっぱりちょっと気にしますのは、この健診に顔が見えない子供たちというのが、

場合によっては、本当に家庭の中で虐待につながったりというようなケースも考えられるも

んですから、実際のお子さんたちが、きちんと健診を受けられているかということは、そう

いった面からの一つのバロメーターにもなってくるかと思いますので、このことは、やっぱ

り注意して、全員が健診を受けているのかどうかということで、毎年ですけれども、行って

いただきたいと思います。 

  赤ちゃん健診のときには健診を受けられなかったという方は、そうすると18名ぐらいいる

という話なんですけれども、これは例えば、産んだところと育てるところが違うというとこ

ろもちょっとありますよね。出産で実家に帰っているだとか、そういうようないろんなこと

もありますので、産まれたところと育てるところが違うというところもあるんですけれども、
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新生児で一番最初のお子さんだったりすると、非常に母親もナーバスになったりする場合が

あるもんですから、その辺のところは、ちょっと気をつけてやっていただきたいなというこ

とで、今、質問をさせていただきました。 

  それで、先日のこの本会議での応答の中でも、虐待される子供さんの数というものを一応

言われたんですけれども、そんな中で、生活環境にかかわる指導といいますか、そういうよ

うなことまで、ちょっと踏み込んでいけるものなのかどうかというところがあるんですが。

健診しました、しましたで終わりではなくて、じゃ、何かそこに課題があったときに、その

家庭に対して、どんな働きかけができるのかなというところがあるんですけれども、そのよ

うな事後調査というか、事後的ケアといいますか、そういうものについては何かがされてお

りますでしょうか。 

○民生部次長兼健康推進課長 佐藤正浩君 

  赤ちゃん訪問のときから、既にお子様の観察は始まっておるわけなんでありますが、そう

いった、特に訪問とかしたときに、おうちが片づいていないとか、ちゃんとした生活ができ

ていないんじゃないかとか、あと、お子さんの体にあざとかないとか、そういったことを確

認しまして、そういった支援が必要な家庭なんじゃないかというようなことを、探し出すき

っかけとしております。 

  以上です。 

○９番 中村英子君 

  事後フォローはしているの。 

○民生部次長兼健康推進課長 佐藤正浩君 

  はい、引き続きまして継続的なフォローは、いろんなケース検討会議とかも私ども定期的

に開いておりますので、そういったところで、気になるお子様がみえたらフォローするよう

にはしております。 

  以上です。 

○９番 中村英子君 

  一つお話ししたいんですけれども、訪問するほうは訪問するほうで、子供の健康とか、い

ろんなチェック項目とかってあると思うんですけれども、一般的に貧困というものが、小さ

なお子さんにとって虐待につながったり、育児放棄につながったりということの背景に、貧

困という問題があると思うんですが、そこで、その人たちの家庭状況、プライバシーもあり

ますので、突っ込んではいけないのかもしれないんですけれども、そういう、生活レベルと

いうものの把握と、それと連携した訪問的な指導というものを行わないと、子供さんが置か

れている状況というのは見逃されるというような可能性というのは、物すごく高いんじゃな

いかなというふうに思うんですよ。 

  それで、私は、そこが縦割り行政になっているかもしれないんですけれども、生活に困っ
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ている方の相談とか、そういうものの中の小さなお子さんとかという捉え方をしていくと、

またそこでフォローの仕方も違ってくると思うんですが、そこの連携というのはとれていな

いんではないかなというふうに推測するんですが、そういう連携をとりながら、何か漏れて

しまう子供とか、被害を受けるような子供を、そこでもう水際で、水際という言い方はちょ

っとおかしいですけれども、その時点からもうきちんとフォローしていくということが、子

供さんの虐待を防いだりすることの、一つのやり方ではないかなというふうに思うんですが。 

  そういう、連携しながらの、生活環境も含めながらのその対応というようなところまで、

踏み込んでいけるのかどうか、今の行政のあり方としてですね、現状としてどうなんだろう

かと思いますが、どうでしょうか。 

○民生部長 寺西 孝君 

  今、次長のほうから、虐待実務担当者会議、これはケース会議でございまして、まさしく

保健センターの保健師、そして教育委員会の職員、そして子ども課の職員は未就学の担当と

いうことで、ケース検討会議を毎月やっております。 

  今回、飯田議員や松本議員からも虐待についてご質問を頂戴したんですけれども、それぞ

れのケースの成り立ちを、原因等を情報を寄り添いながら、この子にとって一番幸せな措置

は何だろうかということに重きを置いて、やっておるところでございます。 

  ただ、小さい子供さんが虐待多ございますので、自分の意思を伝えられないんですよね。

ですので、その子が本当に幸せな一番幸せな方法が、本当に一時保護なのか、措置してしま

うことがその子にとって幸せなのかということは、よくよく話し合わないといけませんし、

家庭の状況も、そのケース検討会議のときに、貧困が本当に原因なのか、本当の育児放棄な

のか、その辺もよく含めて、これは児相も含めて今回は警察も入ってまいりました。そうい

った形で、毎月ケース検討会議を行っておるところでございます。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 

  ２番 板倉です。 

  139ページの任意予防接種についてお伺いいたします。 

  これ、実績報告書でも、特に子供のインフルエンザのワクチンで、29年度から一部補助

1,000円だったかな、補助して、インフルエンザの子供のワクチンの予防接種の助成を行っ

ております。実績報告書にも、3,768人ということですけれども、実際の対象者についての

パーセンテージがわかりましたらお願いいたします。 

  それと、153ページのごみ処理の管理費について少しお伺いしたいんですけれども、今、

資源ごみのリサイクル推進もしております。その間で、今、民間の古紙とか段ボール、あの

辺を置く場所が結構ふえていますよね。ちょうど僕の事務所の前にも、結構便利で使わせて

もらっているんですけれども、実際にこれの収集に関して町自体把握しているのか、どのぐ
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らいの量が出ているのか、ちょっとその辺わかりましたら、多分できないと思うんですけれ

ども、リサイクルなんかにも関係してくると思いますので、お願いいたします。 

○民生部次長兼健康推進課長 佐藤正浩君 

  ご質問の、子供インフルエンザの予防接種の費用の助成事業につきましての、接種率のご

質問ですが、昨年度、１歳から小学６年生までのお子様の接種率は45.1％、中学１年生から

３年生までのお子様の接種率は39％であります。 

  以上です。 

○環境課長 石原己樹君 

  資源ごみの民間の回収箇所なんですけれども、直接的には、町のほうでは数は把握はして

いないんですけれども、現況、見回してみまして何カ所あるかなということは確認しており

ます。 

  実際のうちの資源ごみの古紙の関係の回収量ですけれども、29年度が約582トン、28年度

が約670トンほどということで、減少傾向という形には数字的には出ております。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 

  インフルエンザについては、全体でどのぐらいなのか、40％前後ぐらいなんですよね。た

しか、予算のときに、予算これどうして出したと聞いたら、やっている自治体の接種率等で

50％ぐらいの予算を組んだと、たしか聞いていたと思うんですけれども、それにいくにはち

ょっと足りないかなということで、実際、じゃ、周知ができているのか、補助がちょっと低

いのか、ちょっとわからないですけれども、その辺、今後の対応をどうしていくのか、お願

いいたします。 

  あと、ごみ処理の、なかなか把握はできづらいと思うんですけれども、回収量が毎回減っ

ているということは、そこへ出されている。ちょっと子供会のほうからも、最近、古紙が少

なくなっちゃったという話はよく聞きます、どうしたものか。でも、実際、お母さんに聞く

と、私も出しているそこへということなんですけれども、じゃ、リサイクル率に関して、そ

の点を把握できたら、実際、蟹江町として、どのぐらいできているかということがわかると

思いますので、その点について、今後の取り組み等がありましたらお願いいたします。 

○民生部次長兼健康推進課長 佐藤正浩君 

  子供インフルエンザの接種率、予算のときの50％をちょっと下回っているような状況なん

ですけれども、私ども、１度につき1,000円を助成させていただいています。あと、便宜を

図るために、町内のみならず、町外の指定医療機関のほうで接種された場合でも、償還払い

という手段を通じて、同じ助成を受けられるようにしておりますので、これのやり方を今後

拡充して、さらに接種率の向上に努めていきたいと思います。 

  以上です。 
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○環境課長 石原己樹君 

  資源ごみの関係なんですけれども、今、子供会などの団体さんのほうには、また別途、補

助金のほうを出していまして、回収のほうをお願いしているところでございますけれども、

何分、民間のところは24時間、自由に入れていけるという形になっていますので、恐らく使

い勝手がいい形で、皆さん利用されているのかなとは思います。 

  町としましては、当然ごみの処理量、処分量なんかが減るという面でいけば、もちろんい

い面もございますので、その辺、今後の課題にはなってくるのかなと思っております。すみ

分けというのか、そういったものもちょっと考えないといけないのかなと考えております。 

  以上です。 

○10番 佐藤 茂君 

  10番 佐藤茂です。 

  153ページのごみ処理について、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

  先ほど、板倉さんのほうからも話があったんですけれども、私もちょっと、先般ちょっと

した会合がありまして、そこの中で、ごみを何とか蟹江町でしてくれんかというような話が

出まして、それはどういうことかといいますと、例えば道路と、それから川とかのごみをぴ

っぴっぴっぴっとほかる、例えば私のすぐ近くでありますけれども、すぐコンビニがあるん

ですけれども、コンビニを出たところ田んぼがあるんですけれども、田んぼにもごみまるけ

なんですわ。 

  私も、気がついて拾えるものは拾って、うちで処理させていただいておるんですけれども、

それもそうですが、例えば川、今、希望の丘なんですけれども、お祭りがあると草を刈って

いただくんですけれども、その草がぼっと生えておるときはわからんのですけれども、草を

刈った時点で、もう本当に川の堤防の縁に空き缶やらごみやらいっぱいあるんですけれども、

そういうことも含めて、例えば川、善太川ばかりじゃくて、日光川なり佐屋川なり、たしか

蟹江町ではそういう処理はやっていないような気がしたんですけれども、そういうことも、

町のほうでやるということはできないものなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。どう

ですか、ちょっと難しいですね。 

○環境課長 石原己樹君 

  ごみの処理の関係なんですけれども、なかなかポイ捨てなんかがありまして、難しいとこ

ろはあるんですけれども、まず、お願いするのは、変な話だけれども管理者責任というのが

ございまして、当然、自分のところの田んぼでごみが落ちているようでしたら、自分である

程度きれいにしていただくというのが、まず原則としてあります。 

  ただ、町内会のほうで、公用でごみの袋とかはお渡ししますので、町内会のほうで、たま

に役員さん等、多少集められれば、その公用ごみ袋を使っていただければ、また回収のほう

はできますし、別途お祭りですとか、いろいろ地域の行事の前に、役員の皆さん集められて、
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いろいろ使用箇所なんかはされますので、そういったときにはまた、別途ご連絡をいただけ

れば回収等、多少の便宜は図るようなことはできますので、そのときはまたご相談ください。 

  以上でございます。 

○３番 飯田雅広君 

  ３番 飯田です。 

  先ほどのインフルエンザの助成なんですけれども、これ29年から始められて、一応29年の

数字は出たと思うんですけれども、例えば、受験のある高校３年生とかも、ちょっとステッ

プアップというかそういうことで、高校３年生もどうですかね、助成されてもとちょっと思

っているんですけれども、そのあたり何かご検討とかされたことありますか。 

○民生部次長兼健康推進課長 佐藤正浩君 

  ご質問ですけれども、高校３年生の大学受験を控えられたお子様。 

  申しわけございません、今のところまだちょっとそういった議論になってございませんの

で、今後、そういったお声がまた多々出るようでございましたら、検討の余地はあろうかと

思うんですけれども、今のところ、そういったあれは考えていないです。申しわけありませ

ん、ありがとうございます。 

  以上です。 

○８番 黒川勝好君 

  ８番 黒川です。 

  149ページの中ごろにございます、本町火葬場の件で毎度毎度のお話になるんですが。 

  本当に緊急性を要している本町の火葬場ですけれども、何かこの８月ですか、８月に協議

会があったということを聞いておりますけれども、何か前進的なお話がございましたらお願

いをいたします。 

○環境課長 石原己樹君 

  斎苑の再編計画についてでございますけれども、協議会の中に専門委員会を立ち上げまし

て、まず、30年１月25日に第１回目の会議を行いました。そのときには、再編の構想案のご

説明と、実際に火葬場、町内の２カ所のほうを視察していただいて、現況のほう確認してい

ただいております。２回目のほう、８月24日に行いまして、第１回目の検討を踏まえていろ

いろご討議をしていただきました。 

  一歩的に、ある方向性的なものはだんだん固まりつつある状況ではございますので、そち

らのほう固まるようでしたら、専門委員会として、上の協議会のほうへ意見を答申させてい

ただく形になるかと思っております。 

  以上でございます。 

○８番 黒川勝好君 

  まだ、いつまでもそういう話ですか。もう、だから方向性を決めるって町長も言われたで
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しょう。違いますか。何を現場を見ておるんですか、今ごろ。おかしいじゃないですか、も

う町長の口から方向性が出ても、僕はおかしくないと思っておるんですが、ちょっとも言わ

れんもんですからね、きょうここでちょうど決算なので聞くんですけれども、まだ、そんな

話をしているんだったら、本当にいつになるんですか、これ。 

  もう緊急性ですよ、本当に緊急ですよ、これ。前もやったじゃないですか。もう炉自体が

悪くなっておるし、体の大きな方は入れないから、関節を折ってやってもらっているという

話を聞いて、本当に情けないですよ。それをいつまでもほったらかしで、まだ現場を見にい

っておる。方向性をどうのこうのって、もういい加減にしてもらわんと困りますよ、これ。

町長どうですか、方向性、お願いします。 

○副町長 河瀬広幸君 

  今、黒川議員のご質問であります、火葬場の問題で、なかなか黒川議員も町長が方針を出

すと言っておりまして、方向性が難しいということがありましたんですが。現状のほうは、

今、担当課長が申しましたように、斎苑の管理協議会、これ大もとの協議会でございますが、

その中へ、私ども町のプレゼンで構想をつくったものを提示いたしました。そこの中で、専

門部会をつくって、そこで十分議論をしてほしいというような協議会の話がありましたので、

今現在は、専門部会の中で協議をしている段階であります。 

  出させました案といたしましては、例えば斎苑のあり方、これは、本町斎苑と舟入斎苑、

これは議論しているように、本町斎苑は非常に老朽化が激しく、待ったなしの状況であると

いうことが一つですね。それから、舟入斎苑については、これは舟入斎苑をつくるときにい

ろいろな問題があることがまず一つ。そして、今後の町の斎苑の業務につきましては、全く

なくす方向でいくのか、それとも１つに統合するのか、もしくは２つとも廃止してしまって、

他の市町村に依頼するのか、そんないろんな議論が出ておりました。 

  その中でいろいろ議論を重ねて、現場を見たというのは、これはもう現在２つの斎苑があ

りますので、その２つの斎苑の現状をしっかりと専門部会に見ていただいて、現状のあり方

を見た上での議論ということで、この１月からここにかけて見させてもらったわけです。 

  大体、皆さんのご意見を聞いていきますと、ほぼ方向性が出てまいっておりますので、そ

れをきちんと精査しまして、上の協議会にそれをお示しし、協議会の中で一定の結論を出し

ていただければ、町のほうにご答申をいただき、それを町の方針として最終決定させていた

だきたいというふうに考えておりますので、時間的にいえば、そんなに長くかかることでは

ありませんと思っておりますが、ただ、いかんせん舟入もいろいろな事情がございますので、

その辺の調整もまだまだ必要でありますので、今の段階では、早急に方向性は示していきた

いと思っていますが、今は、民間の経験者を含めた協議会の中で、しっかり議論していただ

き、その答申をもとに、町長が方針決定して、早い時期にお示ししたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長 奥田信宏君 

  他にないようですから、４款衛生費を終わります。 

  ここで住民課長、政策推進課長、安心安全課長、環境課長、子ども課長の退席と、消防本

部総務課長、給食センター所長、生涯学習課長、消防署長、水道課長の入場許可をいたしま

す。 

  入れかえのため、暫時休憩いたします。 

（午後１時24分） 

○議長 奥田信宏君 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時26分） 

○議長 奥田信宏君 

  続いて、５款農林水産業費、156ページから165ページまでの質疑を受けます。 

  ありませんか。 

○10番 佐藤 茂君 

  10番 佐藤茂です。 

  161ページの一番上の、道西町民菜園撤去及び整地工事ということで、124万2,000円とい

うことになっておりますけれども、これちょっと、私のほうからもちょっとお聞きしたいん

ですけれども、これ、とりあえず整地工事も含めた金額ですねと、ちょっとそれだけ。 

○産業建設部次長兼土木農政課長 伊藤光彦君 

  道西の町民菜園の撤去整備でございますけれども、地権者の方から平成30年度の契約、ち

ょうど契約更新の年度に当たりまして、昨年の９月に、地権者の方から息子さんの私有地と

いうことで、町民菜園を明け渡していただきたいという旨の申し出がございまして、その際

につきましての現況復帰ということでの整地費も含んでございます。 

  以上でございます。 

○10番 佐藤 茂君 

  どうもありがとうございました。 

  それで、この撤去したところの整地工事をされたということで、これが120万円ですけれ

ども、その代替地というのはどうなんですか。 

○産業建設部次長兼土木農政課長 伊藤光彦君 

  町民菜園の代替につきましては、現在は考えてございませんというよりも、当初利用者の

方から存続のアンケートをとらさせていただいたところで、同じ近隣にあればやってもいい

よというような意見が42名中13名だったと思ったんですけれども、ございました。それ以外

の方については存続ということはなかったでございます。それと、それからほかの場所でも

考えたんですけれども、ちょっと面積が大き過ぎまして、それの農地、果樹を、樹木を植え
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てみえていた畑地でございまして、それを農作物用の農地に変更する場合に費用対を考えま

すと、費用対効果ということで新年度以降についての野菜等、葉物を育てていただく菜園と

しての存続は見送らせていただいております。それから、今年度入りましてからの菜園につ

いてのご要望も今のところいただいておりませんので、当面菜園の復活ということにつきま

しては見送らせていただきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○10番 佐藤 茂君 

  ありがとうございました。 

○議長 奥田信宏君 

  他に質疑はないようですから、５款農林水産業費を終わります。 

  続いて、６款商工費、164ページから175ページまでの質疑を受けます。 

○14番 髙阪康彦君 

  14番 髙阪です。 

  169ページのげんき商店街推進事業費補助金と商工会活性化資金育成補助金、またプレミ

アム商品券支援事業費補助金ですか、この辺についてお聞きします。 

  実績書の69ページで、げんき商店街は400万円、県から２分の１、200万円と町の200万円

で400万円で７つの事業をしたということがあります。その下に商工会活性化資金補助金と

いうことで49万6,000円、これは７地区が12事業をやられたということですね。この補助金

は、補助率が補助対象３分の１と。これは、事業をすればその３分の１は補助でもらえると

いうことですが、げんき商店街のほうはどれぐらいかなというふうに思うんですよね。それ

で、例えば７事業は書いてありますんですけれども、400万円を７つで割って、それが均等

というわけじゃなくて、多分事業ごとに商工会のほうで割り振られると思うんですよ。実際

の事業と、これは補助金じゃないものですから、どのぐらいの補助率になっているかなとい

う。極端に言えば、例えば50万円の事業で50万円もらえれば100％になりますけれども、そ

ういう可能性もなきにしもあらずだと思うんですが、その辺のところの補助率みたいなこと

がわかれば教えてほしいです。 

  それと、もう一つ、プレミア商品券のことですが、先回売られましたんですけれども、何

か売れなくて余って、人気が悪かったのか、プレミア分が少なかったのか、広報が悪かった

のか、天気が悪かったのかわかりませんけれども、何かすぐ売れちゃうと思ったらなかなか

売れなかったということを聞きましたので、私はすぐ売れてしまうからなかなか買えないな

と思ったら、まだ買えるよという話聞いて買いに行ったというあるんですけれども。ただ、

そういうことを恐らく多分分析してみえると思うんですけれども、多分この事業が何か来年

も続くようなことを聞きましたんですが、町としては今回のようなあまり売れなかったとい

うようなことを聞いてどういう分析をしてみえるのか、それをお聞かせください。 
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○政策推進室次長兼ふるさと振興課長 伊藤保光君 

  げんき商店街推進事業補助金のことについてまずお答えをさせていただきます。 

  こちら、各発展会のほうで、尾張温泉郷発展会、蟹江一番街発展会、アラウンド近鉄蟹江

発展会と商工会さんによります４つの事業の中で７つの事業を行っていただきました。これ

には、桜まつりでありますだとか、夏に一番街で行われます「ＬｉｔｔｌｅなＷｏｒｌｄ一

番街」でありましたとか、あとアラウンド近鉄さんのほうで弁天縁日さん、また早桜まつり

だとかいったような事業を行っていただいてございます。また、商工会におきましては、ｋ

ａｎｉｅマルシェ、また空き店舗対策事業のオタカライチバ・舟入横丁というような事業を

行っていただきました。こちらのほうの補助金額につきましては、事業費が県が50％、町が

50％上積みをさせていただきまして100％の補助になってございます。こちらは、補助の中

には当然対象外経費というものもございますので、そういったものを除いた形で各事業ごと

に商工会さんのほうで振り分けられたものを補助金を出していただいてございます。 

  あと、活性化事業補助金でございますが、こちらにつきましては７地区の12事業をしてい

ただいてございます。こちらにつきましては、内容が近鉄蟹江発展会でありますだとか須成

発展会、今駅前発展会、蟹江町の商工会のほうの観光部会、商業部会、蟹江事業協同組合、

蟹江商工会といったところが事業を行っていただいてございまして、こちらも先ほどのげん

き商店街と同じく補助対象事業と補助対象外事業がございまして、総事業費の中の３分の１

の補助をさせていただいておるというのがこの活性化の事業でございまして、この活性化の

事業につきましては、総事業費が対象経費が149万円、約150万円のうち３分の１を補助させ

ていただきまして、49万6,000円ほどの補助というふうになっているものでございます。 

  あと、プレミアム券のことでございますけれども、こちら売れ残りがあったのではないか

というふうなご質問でございますけれども、これは発売所によりまして売れたり売れ残った

りというところがございまして、最終的には販売をしました翌日、商工会のほうで売らさせ

ていただいたんですけれども、そちらのほうで全てを完売をしたということでございまして、

こちらのほうの利用者につきましても商工会のプレミアム券の参加者、また消費者のほうも

今後も発行してほしいよというような要望が出てございますし、商工会のほうからも今後も

続けてほしいよというような要望が来てございます。 

  以上でございます。 

○14番 髙阪康彦君 

  それね、ちょっと聞いてることが間違っている。げんき商店街の割り振りが各事業の何％

の補助になっているか。活性化育成費が３分の１なんですよ。33％。事業の対象外を抜くの

は当たり前のことで、その事業の中で例えば割り振りの額が決まったときに、その額が何％

ぐらいになっているかということを知りたかったわけ。例えば、100％のところもあるんじ

ゃないですかと聞いたわけだ。 
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  それから、プレミアム券は、どうもニュアンスが大分違うんですけれども、商工会はとり

あえず１回戻して完売はしたんですけれども、思った以上に何か人気がないというのかいう

感じをちょっと聞いたものですから、町としてはどう思っているかなと思って聞いたんです

けれども、どうも明確な答えじゃなかったみたいですけれども、とりあえず、げんき商店街

の分がわかればですよ、わかるんですかね。 

○政策推進室次長兼ふるさと振興課長 伊藤保光君 

  すいません。げんき商店街の活性化補助金の総事業費ということでございますが、申しわ

けございません。手元に総事業費として金額を持ってございませんので、また資料のほうを

出させていただきたいと思います。 

  それと、プレミアム券につきましては、商工会の今の役目、プレミアム券の参加業者、ま

た消費者のほうからアンケートをとりまして、そのアンケートの結果を若干いただいてござ

いますが、そちらのほうにつきましてはいろいろなご意見がございますけれども、今後もや

ってほしいなというふうな要望を強く受けてございます。 

○14番 髙阪康彦君 

  げんき商店街の場合は、総事業で一発じゃなくて各発展会の事業一つ一つの、例えば予算

要求概算は例えば80万円かかったんだけれども、割り振りとして60万円来たら、それを８割

ぐらいの補助になるし、そういう意味を言っているので、それがわかれば教えてくださいと

いうこと。 

  それから、プレミアムのほうは、ある人に意見を聞くと、たまたま小売店で使える部分と、

それから大型店で使える部分があって、大型店で使える部分が少ないものだから魅力がない

という人もあるんだけれども、実際それ困ることで、これは本当に小売店のためにやるよう

なものですから、痛しかゆしなんだけれども、そういうところは終わってからそれは検証さ

れるのかな。もう少し人気が出るような方策とってほしいなと思うけれども、げんき商店街

の場合は多分資料ないと思いますので、またわかったら教えてください。ある。資料あるの。 

○政策推進室次長兼ふるさと振興課長 伊藤保光君 

  今、各発展会のほうの要望額だとか事業費だとかいったところにつきましては、細かい資

料がございませんので、また資料のほうをお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長 奥田信宏君 

  他にありませんか。 

○２番 板倉浩幸君 

  髙阪議員の質問があったプレミアム商品券について、僕からもちょっとお伺いいたします。 

  売れ残ったのかどうか、一部売れているよということは、完売しちゃったよということは

聞いているんですけれども、今回消費者としては１割の還元率があって、１万円で1,000円

の還元率なんですけれども、じゃ実際にこの実績報告書の中にもあるように、町内の事業所
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の売り上げが向上した、確かに向上しています。じゃ、実際に地域の経済の発展、地域の活

性化につながったという事業効果があるんですけれども、その点について、町内の事業者の

地域活性化についてという意見書等、アンケートを先ほどもとっていると聞いたんですけれ

ども、消費者のアンケートで来年もやってほしいという結果なんですけれども、実際事業所

にとっての町内が活性化する事業ですので、その辺の検証等というのは商工会で出している

のか、その辺ありましたらお願いいたします。 

○政策推進室次長兼ふるさと振興課長 伊藤保光君 

  昨年、29年度のプレミアム券のほうの事業につきましては、有効期間が９月３日から11月

30日でございました。ことしにつきましては、これも７月の末にお盆を当てにやったような

事業でございます。ですので、昨年とことしとはまたちょっと違うんですけれども、そのや

られます時期によりまして若干事業効果というのは違ってくるのかなというふうには思いま

す。ですので、昨年、29年度でいいますと、商品券購入の利用者からのアンケートにつきま

しては、207ほどのサンプルをいただいたというような状況でございますし、またお店のほ

うにつきましては60店舗ほどのお店からの回答をいただいてございまして、一番最初、27年

度にありましたものにつきましては大変多くのサンプルをいただいたんですが、この29年度

につきましてはそんなにサンプルもございませんが、商工会のほうで把握をしまして商工会

のほうで検証をさせていただいておるというところでございます。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 

  消費者についてはやはり10％いいと思って、事業所自体検証が、じゃ商工会のほうでされ

ていて、多分これは継続にできればやっていく方向でいると思うんですけれども、予算を組

んでいる以上、どの辺に事業所が効果が出ているのか、その点についてもうちょっと報告が

あってもいいのかなと思って聞いたんですけれども、それというのはどこまでですか。 

○政策推進室次長兼ふるさと振興課長 伊藤保光君 

  こちらの事業をやることによりまして、例えば手を挙げていただき、これは商工会に加盟

していない業者につきましてはお金を出して参加をさせていただくようなことにもなってご

ざいます。ですので、商工会への加入促進という意味でも、この事業に参加をしていただき

まして商工会の加盟者をふやしていこうというようなこともございますので、今後、商工会

に加盟して、商工会のほうが活性化できればいいのかなというふうにも思ってございます。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 

  当初、僕も一番最初に聞いて、商工会の会員と会員じゃない人が差別がないかと聞いたん

ですけれども、今でもやっているということで、確かに商工会が発展して地域が活性化すれ

ば確かにそれはいいんですけれども、商工会に加入していない人もいますので、そこで加入
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してもらって一緒にやっていくという方向も考えられますけれども、もう一度継続してやっ

ていくならば、その辺の事業検証も行いながら、本当に必要なのか。消費者は別ですよ。消

費者は10％還元ありますので、確かにいいと思いますので、確かにさっき戸谷議員とも話し

ていたんですけれども、若い夫婦が２人で買いに来るとか、そういう話も聞いていますので、

そんな点、事業者の継続してやるという事業に対してもうちょっと検証をお願いしたいなと

思うところです。 

  以上です。 

○議長 奥田信宏君 

  他に質疑はないようですので、６款商工費を終わります。 

  続いて、７款土木費、174ページから195ページまでの質疑を受けます。ありませんか。 

○10番 佐藤 茂君 

  10番 佐藤茂です。 

  187ページの新市街地整備事業というところでございますけれども、これは私ども今現在

富吉の市街化ということに向けて今いろいろ話をさせてもらっている段階でありますけれど

も、先般、私余りあれだったんですけれども、何か県に出すような計画書があるというよう

なことをちょっとお聞きしたんですけれども、私本当に目先のことしか頭になくて、そうい

うことが全くわかっていなかったんですけれども、ちょっとそこら辺の説明と、それから私

のほうに今どうなっておるんだという話を皆さんされてみえるものですから、今の現況、私

のほうから言うのもあれですので、もし今どこら辺までか、どうなっておるのかいうことを

説明できる範囲で結構ですので、説明していただければと思います。よろしくお願いします。 

○産業建設部次長兼まちづくり推進課長 肥尾建一郎君 

  ご質問ございました昨年度の委託業務についてご説明をさせていただきます。 

  昨年度策定いたしました計画協議書ですが、組合の設立に向けて前段の段階でございまし

て、事前に愛知県等の関係機関に土地区画整理事業の計画内容について協議を行うための資

料でございます。現在は、県の河川課等の関係各課に意見照会をしてございまして、随時県

に対して対応を図っている状況でございます。できれば、おおむね今年度中には全ての意見

について処理をしたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○10番 佐藤 茂君 

  ありがとうございました。もう一つだけ、今の。今どこまで我々がね、ちょっとそれだけ

説明をお願いします。 

○産業建設部次長兼まちづくり推進課長 肥尾建一郎君 

  現在の区画整理の状況として説明をさせていただきます。 

  現在は、仮同意率としまして、約８割弱を同意を得ておるような状況になってございまし
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て、法的には土地所有者かつ地区の面積の３分の２以上があれば事業化はできますが、県と

しては85％以上の同意を推奨しているものですから、それに向けて同意率を上げるように今

地元調整を図っているような状況でございます。町としても重要な施策の１つとして認識し

ておりますので、事業推進に向けて、地元の支援も含めまして詰めてまいりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○１番 松本正美君 

  １番 松本でございます。 

  ページ数は188ページ、公園の維持管理費についてお伺いをいたします。 

  今、当町におきましても公園の維持管理ということで、皆さんが公園で本当に憩いの場と

して快適に公園を使っていただくように整備をされているわけでありますが、最近健康志向

ということで、これは次長のほうにもお伺いしたこともあるわけなんですけれども、健康遊

具の公園での設置についてであります。非常に最近、高齢者の方から要望を多くいただくわ

けなんですけれども、先日も公園を歩いていて遊具があるといいわねというお話をもう何回

もお聞きするわけなんですね。今までも議会の中で健康遊具についてはお話をさせていただ

いておるわけなんですけれども、一向に見えてこないわけですね。特に、ウォーターパーク

なんかは毎日のように夕暮れになると歩いてみえる方がありまして、ここらにも健康遊具が

あると非常に健康のためにもいいわねということで、それで今高齢者の方も健康志向で本当

に、高齢者に限らず若い人もそうなんですけれども、歩いてみえるわけなんですけれども、

そうした筋力を鍛える、またアップできるような、ただ歩くだけで終わりでなくして、そう

したことも蟹江町として取り組んでいただくといいということを皆さんから要望いただきま

す。この点につきましては今までもお話しさせていただいていますので、その後どのような

検討をされているのかお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○産業建設部次長兼まちづくり推進課長 肥尾建一郎君 

  ご質問ございました健康遊具についてご説明をさせていただきます。 

  29年度公園改修実施設計業務委託料としまして、源氏塚公園の改修実施設計を行いました。

この理由としましては、既存の整備から20年以上経過することもございまして、水景施設や

ポンプ等の老朽化からたび重なる故障を繰り返しておりましたので、抜本的な見直しが必要

ということもありまして、この実施設計を行うこととしました。この実施設計につきまして

は、地元の意向を十分把握するためにワークショップ等も開催しまして、その中で議員のお

話にあるような健康遊具設置ということの要望もございましたので、その内容を盛り込んだ

設計といたしました。それで、今回のこの９月議会において源氏塚公園の整備費として予算

を計上させていただいておりますので、予算をお認めいただければ、源氏塚公園については

健康遊具の設置を行っていきたいと今考えております。 

  以上でございます。 
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○１番 松本正美君 

  今、次長のほうからも源氏塚公園に健康遊具を設置するというお話がありましたが、その

ほかウォーターパークだとか、現実学戸グラウンドで高齢者の方が歩いてみえるものですか

ら、こういったところはどのように考えてみえるか、ちょっとお話願います。 

○産業建設部次長兼まちづくり推進課長 肥尾建一郎君 

  まずはこの源氏塚公園に遊具を設置させていただいて、状況を見ながら随時検討はしてい

こうと思っております。 

  以上でございます。 

○１番 松本正美君 

  どうかこの健康遊具につきましては皆さんからの強い要望が出ていますので、源氏塚公園

に設置していきたいということですので、そこからまた状況を見てということみたいですけ

れども、これ非常に最近物すごい要望多いものですから、ぜひウォーターパークだとか、ま

た学戸グラウンドだとか、都市公園もありますので、そういったところもしっかりと取り組

んでいただけるようによろしくお願いいたします。要望します。 

○議長 奥田信宏君 

  他に質疑がないようですので、７款土木費を終わります。 

  続いて、８款消防費、194ページから207ページまでの質疑を受けます。 

○２番 板倉浩幸君 

  ２番 板倉です。 

  207ページと実績報告集の82ページです。小型動力ポンプ積載車購入費について、少しお

伺いをいたします。 

  今議会にも１台契約の締結の議案がありました。採決されておりますが、今後の状況につ

いてを聞きたい。今後、今実際に消防本部で22両、団本部で８両とあるんですけれども、今

後の予定としてどのようになっていくのかお願いいたします。 

○消防本部総務課長 山田 靖君 

  今後の整備の計画でございますが、今回、消防団の小型動力ポンプ積載車につきましては、

15年が経過した車両で更新をさせていただくということで、今年度も新蟹江東分団の積載車

を更新をさせていただきました。消防本部の車両につきましては22台ございますが、こちら

のほうにつきましても整備の計画年数を定めてはおりますが、状況に応じてその時期も変更

になっていくということもございます。ただ、車両の保有台数につきましては変更はござい

ません。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 

  団本部の小型積載車が15年の単位でかえていくということでいいんですよね。そうすると、
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なかなかじゃ来年あるのかというのは結構難しいと思うんですけれども、決して安い小型ポ

ンプ、消防団の積載車でも890万円という値段予算ですので、また団本部のほうになってく

るともっと金額がどんどん高くなっていくので、その辺の今後毎年あるのか、２、３年に一

度なのか、その辺がサイクル的なものがありましたら、今後もあるのかな。参考にしていき

たいと思いますので、またお願いいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  要望ですね。今わかる、２年か３年後やるか。 

（「わからんでしょう」の声あり） 

  わからんでしょう、今は。要望でしょう。 

（「要望で……」の声あり） 

  今わかるなら答え…… 

（「今わかるなら、それは答えて……」の声あり） 

  はい。 

  それでは、ほかに消防費。 

（発言する声なし） 

  ないようですから、８款消防費を終わります。 

  続いて、９款教育費、206ページから267ページまでの質疑を受けます。 

○３番 飯田雅広君 

  ３番 飯田です。 

  241ページの図書館管理費なんですけれども、先ほどもちょっとお話はしたと思うんです

けれども、利用者の人数ちょっとずつ減っていっているなというふうに思っているんですけ

れども、これに対して何かしらの方針というか、施策というか、そういったものはあるので

しょうか。前回一般質問したときにも、漫画、コミックを充実させたらどうなんだろうかと

いうお話もさせていただきましたし、例えば雑誌とかに関しましても、愛知県など、大府市

の図書館結構有名ですけれども、雑誌397種類というか、冊というか、それだけの種類のも

のが置いてありますので、そういったところもやはり利用者ふえている一因になっていると

思います。そういうようなところをどのように考えているのか教えていただきたいのと、同

じ241ページのまち・ひと・しごと創生事業の親父の料理教室事業なんですけれども、これ

に関しまして、講師の方の６万円と、この３日、１万5,000円ぐらいかなと思いますけれど

も、どのような講師の方が来られて、スタッフは生涯学習課の方がやられているのかな。そ

のあたりをどういうふうに運営してやられているのか教えていただきたいのと、人数、広報

を見ると24名募集と書いてあるので、ほぼほぼ参加人数は埋まっていると思いますので、結

構人気だったんだろうなと思いますけれども、そのあたりの感想というかがあれば教えてく

ださい。 
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○教育部次長兼教育課長 鈴木 敬君 

  それでは、図書館の関連のほうの質問にお答えさせていただきます。 

  これといって具体的なものがあるかと言われると、今現在は用意しておりません。ただ、

例年のことですが、当然のことながらＰＲ、周知、広報ですとかホームページを使ってやっ

ていくつもりと、あとは先ほど先生も春先指摘していただいたとおり、漫画ですとか雑誌の

ほうも検討しながら、この予算時期もありますので、そちらのほうも検討させていただきた

いと思っています。 

  簡単ですが、以上です。 

○生涯学習課長 松井督人君 

  それでは、議員の親父の料理教室についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

  中央公民館分館の料理教室を会場といたしまして、各24名の募集をさせていただきました。

１回目の参加人数が21人、２回目、９月台風で中止になりましたけれども、３回目が20人、

４回目が中止になりました振りかえ分で24名、５回目が25人と、それぞれ毎回多くの参加を

していただいております。内容につきましては、すいません。今全部覚えておりませんけれ

ども、魚を３枚におろして、それを料理して参加者みんなで食事しながらここから先どうや

って料理していこうかなというようなお話を講師含めてさせていただいております。大分実

のある教室かなというふうにこちらのほうでは考えております。 

  以上です。 

○３番 飯田雅広君 

  運営は生涯学習課の方でやったでいいんですよね。多分、これ見たときに、そんなに悪く

ないというか、いい企画だなと思ったので、人が集まるんじゃないかなと思ったんです。現

実に集まっていると思うんですけれども、何かこういうものって皆さんやらなあかんことな

のかなと思っているんです。企画していただくのは構わないんですけれども、人も集まりそ

うなので、こういうものこそどこかの一般の事業会社に投げてしまってやっていただいても

いいんじゃないかなと思うんです。やっぱり、皆さんの貴重な時間はこういうものじゃなく

て、もっと公務員しかできないような伝統的なものとか文化の伝承だとか、歴史をつないで

いくとか、何かそういうようなことに力を入れていただきたいなと思うんです。この須成祭

のマイスター養成講座とか、こういうのってやっぱりなかなか人も集まらないですし、こう

いうものこそやっぱり本当にやっていただきたい事業だと思うものですから、そのあたりの

振り分けというかを何か見きわめてやっていただきたいなというのと、例えばその料理のつ

くり方に関しても、本当に今はこれで、グーグルに聞けば教えてくれる時代になっています

ので、例えば、じゃあこれがないよとかという方もいらっしゃると思うんですけれども、う

ちの父も70超えておりますけれども、きのうもどこかのお店のお得になるものメールで来る

からといってＱＲコードのやり方教えてもらったといって、お店で聞いてやったんですが、
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メールの見方がわからないと僕に聞いてきたので僕教えたんですけれども、だったらこれの

使い方の教室をやったほうがよっぽどいいんじゃないかなと思うんです。これに関しては、

ドコモショップとかもやっていると思うんですけれども、人数が多過ぎて回ってこないので、

じゃあそれをサポートという意味でこういうのをやったほうがいいと思うものですから、何

かそういう本当に皆さんしかできないようなことに力を入れて、皆さん以外でもできるよう

なことというのはほかのところに振っていただいてというようなやり方をしていただきたい

なと思うんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。 

○教育長 石垣武雄君 

  生涯学習の各種の教室ということで、先ほどお話があったように、親父の料理教室もいい

ことはいいけれどもというようなお話でありました。確かに、年配の方がおみえだと思うん

ですけれども、ほかにもインターネットではありませんが、そういうパソコンも含めて、そ

ういう教室も考えていく必要があるだろう。いろいろなジャンルというかね、子供から大人

まで、老人までと。 

  それで、今ふと思ったんですけれども、この親父教室も料理教室は、将来妻がつくってい

てね、男はなかなか手出していないということで、ひょっとしたら独居老人になって、それ

でそういうときにということで実際のことを体験するというようなことでは価値があるんじ

ゃないかなとは思わんではありません。今議員が言われたことも含めながら、今後また生涯

学習のいろいろな各種教室を考えていきたいと思っています。 

○議長 奥田信宏君 

  他に。 

○８番 黒川勝好君 

  ８番 黒川です。 

  ページ数というか、小・中学校の…… 

○議長 奥田信宏君 

  ページ数。 

○８番 黒川勝好君 

  ページ数ちょっとわからない。小・中学校まとめてのお話をさせてもらいたいんですけれ

ども、小・中学校の書写・書道時間ですね。教育の時間。これは、指導要領ではどういうふ

うになっておりますか、ちょっとお尋ねします。 

○教育長 石垣武雄君 

  書道の時間というのは、書き方も含めまして、小学校でいうと低学年がそうですけれども、

国語の時間に入っているということであります。大体、例えば小学校でいきますと８時間ぐ

らいの中の１時間、中学校ですと６時間、５時間の中の１時間あるか、ないか、逆に少ない

んですね。年間にして、ちょっと今何時間かということは難しいんですけれども、それを学
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校によってはまとめてやる場合も中にあるんですね、時間数が。ですから、例えば日誌の中

に冬休みのそういう書き初め等も含めまして、そういうときもありますし、文化祭等々の場

合があるということで、学校の先生が、国語の先生が習字をということで、小学校ですと今

言ったようにそういうことでありますけれども、定期的に１週間に一度ぐらいはあると。と

ころが、中学校ですと、ひょっとするとある時期に固まっているんではないかなということ

を思っていますけれども、でも全然国語の時間の中でそれがウエートを占めていますので、

やっていることはやっているというふうに把握しております。 

  以上です。 

○８番 黒川勝好君 

  なかなかはっきりした回答いただけんですけれども、小学校はね、１週間に１回ぐらいは

必ずあるように聞いておりますね。ですけれども、中学校になりますと、今教育長言われた

ようではないと思うんですね。夏休みの宿題にしたって、それは宿題であって授業ではない

んですからね。必ずもう夏休みも冬休みもあるですね、あの日誌の中に課題があるですから、

それはやるんですけれども、それは授業の中ではない。実際、授業でやる時間というのは、

本当に中学校はないんじゃないですか。蟹江町だけ独特かもしれませんけれども、僕は蟹江

町しか知らんですけれども、他町村のどういうやり方をしているか知らんですけれども、僕

の聞く範囲では、中学校ではほとんどないということ。１時間、書写コンクールというやつ

があるんですよね、今ちょうど時期ですが。そのときに先生からプリントをいただいて、そ

の日に練習して、その日に清書をさせて、それだけだというお話を聞くんですね。だけれど

も、実際はまだ今中学校でも本も買っているんではないですか、書道の。１回も開いたこと

ないんですよ。僕昔、何年前か知らんですけれども、ここでそんな使わんような本なら買わ

んでもいいと言った覚えがあると思うんですけれども、でもまだ買っているんですね。１回

も開かんのですよ、これ。だから、今聞いておるんですよ。指導要領の中で本当にこんな状

況でいいのかなと。中学校の書道はこんなことでいいのかなというのが僕非常に心配なわけ

ですよ。 

  中学校は、本当に、今３年生から毛筆をやっているんですね。中学校へ入ると、今度楷書

と、次が行書という段階にいくわけですね。字も中学校は行書までを習わせるわけですね。

そうすると、塾行っておった子も、小学校はみんな学校でもやりますから書きますよ、楷書

でね。今度行書を書くときに、１回もやらんわけですよ、授業で。先生が教えないわけです

よ。それをもって、今書写コンクールです、手本をぽんと渡しました。２年生、３年生にな

れば行書ですよ。行書があるですよ。じゃ、その子たちどうやって書けというんですか。そ

のときに先生指導されるかもしれませんよ。それは無理ですよ。もうちょっとね、しっかり、

日本の文化ですからね、書道というのは。もうちょっと重きを置いていただかんと、僕は非

常にね、残念なんですよ。これが変えようとしない。変わっていないもの。もう少し時間を、
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中学生でもう少し時間を欲しいですね。だって、塾なんか習っている子ばっかりですもの、

ああいうところへ出品されるの。これは嫌になるですよ、ほかの子たちは。わからんもの、

書けないですよ。それなら絶対張ってもらえないもので、やっぱり張ってもらえばうれしい

ですよ、みんなね。そこそこやっぱりちょっと時間費やしてやったっていただきたいなとい

う気持ちなんですけれども、どうですか。 

○教育長 石垣武雄君 

  確かに、黒川議員が言われるように、小学校ですとある程度ということで、中学校ですと、

さっき私もはっきりしない言い方をしたんですけれども、集中してやるということは、例え

ばそういうように何かあったときにということで、しかも時間数でいきますとほんのわずか

じゃないかなということを思わんでもありませんし、ただこれが蟹江町以外のところがとい

うことは比較しておりませんでいけませんけれども、再度国語のそういう教科の先生、校長

先生にお話ししながら、やはり日本の文化でありますので、そういうようなところもしっか

り、ただやっていくよというだけではなくということで、先ほど言われた指導要領も再度時

間数を確認しながら、最低限のことはやっていただくように働きかけていきたいと思ってい

ます。よろしくお願いします。 

○議長 奥田信宏君 

  他に。 

○１番 松本正美君 

  １番 松本でございます。 

  ページ数は255ページの新電力調達調整委託料32万4,000円です。これは、中央公民館の新

電力への切りかえにより行われておると思うわけなんですけれども、この毎月どれぐらいの

電気料が安くなっているのか、また電力会社を乗りかえたことによるメリットはどうだった

のか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

  それと、261ページの食育推進事業についてであります。当町は、この29年度も各小学校

で食育推進として食育推進講演会が行われております。また、食育推進講座とか親子料理教

室が行われていました。この食育推進事業について、食育推進を図ることで児童・生徒への

どのような食育推進の理解を深める取り組みができたのかお伺いしたいと思います。 

○生涯学習課長 松井督人君 

  では、お答えをさせていただきます。 

  新電力調達調整委託料につきましては、毎月そういったプロバイダーのほうに定額の委託

料を払います。そこのプロバイダーを通して電気料の請求が行われます。その２つをあわせ

た分と、中部電力から直接電気を購入した場合との金額を比較をいたしますと、プロバイダ

ーを通したほうが安いということで、ことしで６年ぐらいここを利用した電気の調達をさせ

ていただいております。細かい金額については、すみません。今資料を持ち合わせておりま
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せんので、また後ほどご報告をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○給食センター所長 寺本章人君 

  先ほど議員からご質問のありましたまち・ひと・しごと創生事業の食育推進事業でござい

ます。食育推進事業として、各学校で食育推進講演会というのを２年目になりましたが、や

っております。29年度は、食と健康といったものを中心的なテーマとしまして、各小学校１

回、大体のところが小学校６年生対象なんですが、舟入小学校さんだけ５、６年生、それか

ら須西小学校さんにおきましては保護者の方も含めて講演のほうをさせていただきました。

朝ご飯をとることの大切さ、それとバランスのよい食事をとることの大切さのほうをお教え

しまして、子供たちのほうに伝えてはいるんですけれども、子供たちのほうから保護者の方

に伝わるように食の大切さのほうを教えておりまして、子供たちのほうが非常に輝いた目つ

きというのか、見て非常に熱心に勉強していただきましたので、かなり手ごたえはあるかと

思っております。こちらにつきまして、またことし、30年度も引き続き行わさせていただき

ますので、また成果のほうにつきましてはお話をさせていただきたいと思います。 

  また、食育推進としましての料理教室のほうもやっております。こちらのほうは、８月11

日、山の日に行いました。朝ごはんクッキングという形で、10組20名の親子の方々に親子で

簡単につくれる朝ご飯のほうを提供しながら、こちらについても朝ご飯の大切さ、それから

バランスのいい食事をとることの大切さのほうを伝えて講座のほうを行いました。 

  以上でございます。 

○１番 松本正美君 

  ありがとうございます。そうすると、中部電力よりこの新電力のほうが安くなるという、

そういう形でよろしいですね。今後、他の公共施設もありますので、そういった単価の安い

電力に切りかえていくということも、これは今のお話聞くと必要ではないかなと、このよう

に思いますが、この点については課長だけじゃあかんか。これは町長のほうがいいかもわか

らん。町長か副町長さんから、今後の電力のそういった取り組みということでお聞きしたい

と思います。 

  それと、食育の推進ということで、先ほどるるお話がありました。特に、朝ご飯を本当に

とることが大事だということを、食育の推進の講座の中でもそういうことを取り入れて取り

組んでいるということを今お聞きしました。特に、食育の推進の上からも、児童・生徒が体

力向上、また学力の向上の上でも朝食をとっていくということは非常に大変重要ではないか

なと、このように思っております。私たち総務民生も、体力向上ということで、やっぱりそ

ういった取り組みをやらさせていただいている中にもこうした朝食の推進というのは非常に

大事だなと、これを思っております。そういう意味で、当町では朝食の摂取状況及び給食の

残量の調査が行われているのかどうか、この点についてもお聞きしたいと思います。 
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○町長 横江淳一君 

  電気代の件でお話しさせて、詳しい状況を僕が知っているわけじゃないんですけれども、

実際電気の自由化になったときに、いろいろな業者さんからこういうことをやるともっと効

率的に使えますよだとか、あと太陽光発電、風力発電等々を含めた自然エネルギーに特化し

た電力需要の今後のあり方等々も我々の中では話し合いをさせていただきましたが、全ての

公共施設の電気代をそれに切りかえるというところまではまだ行ってございません。実際、

効率のいい状況で、まずは隗から始めよということで、１カ所、２カ所スタートさせていた

だいたというのが現状でありますし、実際まだこれから電気エネルギーの必要性というのは

いろいろな石油の問題、石炭の問題等々ございますので、町としてはやっぱり貴重な税金を

使わさせていただいている以上、安いということになればすぐさま飛びつけるかというとそ

うでもないので、やっぱり実績のあるところでしっかりとした結果を見てまずはスタートし

たいなということで、今回そんなに安くは多分なってはないとは思うんですけれども、それ

でも中部電力に直接払うよりも安い実績が出ているということは聞いてございます。今はそ

れだけのお答えしかできませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

○給食センター所長 寺本章人君 

  先ほどの議員の質問でございます。朝食の摂取率でございますが、今申しわけありません。

資料を私ども持ち合わせておりませんので、今何％というのはすぐ答えられませんが、毎年、

毎年調査のほうはしております。ですので、朝食の摂取率につきましては、毎年、毎年摂取

のほうの率は確認はしております。蟹江町につきましては、平均より高かったと思います。

また資料のほうをご提示させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  それからあと、給食の残食率でございます。こちらのほうも、当町センターのほうで把握

はしておりまして、蟹江町につきましては平均３％台の残食率に、食べ残し率になっている

ということでご報告させていただきます。 

  以上でございます。 

○１番 松本正美君 

  今、先ほど町長のほうから新電力の取り組みということで、今後検討していかなければい

かん部分もあるかと、このように思いますが、できればできるところから進めていきたいと

いうことで、また調査もしなければいけない点も出てくるかと思いますので、そういう意味

ではこの新電力全部が全てというわけにもいかないかもわからないですけれども、少しでも

町当局の負担がとれればなと、このように思いますので、この点についてもよろしくお願い

いたします。 

  今、調査の結果も今資料がないからわからないということでありますが、この食育の調査

の結果の分析はされていると思うんですが、この点はどうでしょうか。 
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○給食センター所長 寺本章人君 

  分析というか、蟹江町におきましては内部のほうで、今センターのほうで話はしているん

ですけれども、非常に各小学校の地区によって朝食の摂取率というのが少しずつまちまちに

なっております。その中で、非常に着目しているところが、３世代のご家庭ですね。おじい

ちゃん、おばあちゃんも含めたご家庭の多い地区におきましては朝食の摂取率が非常に高い

というのが分析の結果から見えているところもございます。ですので、家庭環境のほうもご

ざいますが、やはりお忙しい世帯であればそれぞれ、こちらも食育講演会に係ってくるんで

すけれども、やはりそれぞれ個々に食べる個食のほうがふえてくるとどうしても欠食につな

がる確率が高いものですから、そういったものも踏まえて、今講演会のほうでも児童・生徒

のほうに、特に児童のほうに伝えるようにして、家族で一緒に食べれるように、朝も一緒に

食べれるような、講演のほうを通じて子供たちには伝えるように今努力をさせていただいて

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○２番 板倉浩幸君 

  ２番 板倉です。 

  219ページの小学校の施設整備事業で少しお伺いをいたします。 

  今回、実績報告書の中にも84ページにあります。トイレの改修についてちょっとお伺いを

するんですけれども、今回蟹江小学校の管理棟のトイレと新蟹江小学校の男子と女子のトイ

レが改修工事が行われた決算となっておるんですけれども、実際に小・中学校をあわせてど

のぐらいまでトイレの改修が完了が終わったのかお願いをいたします。 

○教育部次長兼教育課長 鈴木 敬君 

  先生、ちょっとお待ちください。小学校のほうが40.32％、中学校が36.44％です。いわゆ

る洋式化ということでよろしいですね。 

  以上です。 

○２番 板倉浩幸君 

  なかなかまだ進んでいないんですけれども、全小・中学校エアコンの設置事業をさっき行

ったということで、なかなかトイレの改修が進んでいないと思います。エアコンの設置がま

ず大事ということで、それも十分承知しているんですけれども、なかなかまだ進んでいない

ということで、これからまだまだやらなければいけない改修工事なんですけれども、大体ど

のぐらいかけてやっていくのかと、体育館自体のトイレの改修は全て終わっているのか、そ

の点についてお願いいたします。 

○教育部次長兼教育課長 鈴木 敬君 

  すみません。具体的にどこがというところはまだ決まっていない状態なので、順次やらせ

ていただくつもりではいます。体育館のほうにつきましては、それぞれ男女のトイレありま

すけれども、やらせていただいていますので、そちらも残りのほうを終わりましたら順次計
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画的にやっていきたいと思います。ただ、施設の長寿命化計画の関係もありますので、そち

らとのかみ合わせながらやっていきたいと思っております。 

  以上です。 

○２番 板倉浩幸君 

  体育館について、まだ終わっていない。 

（「体育館終わっています」の声あり） 

  終わっているんですよね。体育館、生徒だけが使う場所でもありませんし、避難所ともな

っているからどうなのかなということで体育館聞いたんですけれども、そういうことで、こ

れから洋式化ということでトイレの整備事業を進めていっていただきたいと思います。要望

で結構であります。 

○議長 奥田信宏君 

  他にないようでしたら、９款教育費を終わります。 

  続いて、10款公債費、11款予備費、266ページから267ページの質疑を受けます。 

（発言する声なし） 

  質疑がないようですから、10款公債費、11款予備費を終わります。 

  以上で認定第１号「平成29年度蟹江町一般会計歳入歳出決算認定について」の質疑を終了

いたします。 

  なお、25日の本会議では、質疑を省略し、討論、採決とさせていただきますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第２ 認定第２号「平成29年度蟹江町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」を議題といたします。 

  提案説明は全て済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、272ページから304ページです。歳入歳出とも一括で質疑を受けます。質疑は１

人３回までとします。 

○２番 板倉浩幸君 

  国保についてお伺いいたします。ページ数が281ページです。 

  医療費給付費分の現年度課税分で、収入未済額がやはり滞納分ということで上がっておる

んですけれども、これについて少しお伺いをいたします。 

  これ、未済額について、この滞納があった場合、それぞれ市町村で対応が違うと思うんで

すけれども、特に何が違うかというと、多分保険証の交付の短期保険証の交付の月数が違う

と思います。そのことで蟹江町としてどう対応しているのかお願いをいたします。 

○保険医療課長 不破生美君 

  板倉議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 
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  蟹江町では、前年に未納がある方につきまして短期証のほうを発行させていただいており

ますけれども、原則３カ月から６カ月の間で発行させていただいております。現在ですけれ

ども、255名の方が３カ月、53名の方が６カ月ということで発行をさせていただいておりま

す。ただし、発行させていただいても、保険料のご相談をさせていただきながらその辺のほ

うは順次３カ月にするのか、６カ月にするのかというところで決めさせていただきますので、

一概に３カ月、一概に６カ月ということで決めておるわけではございません。 

  以上です。 

○２番 板倉浩幸君 

  状況において３カ月と６カ月ということの答弁もらったんですけれども、１カ月はないと

いうことでいいですよね。 

  そこでですけれども、実際前年度分の滞納があったり何かして短期保険証なんですけれど

も、納付相談に応じて渡すと思うんですけれども、実際に蟹江町として郵送しているのか、

していないかの確認と、とりに来たら相談をして３カ月ないし６カ月を渡すのか、その辺に

ついてもう一度お願いいたします。 

○保険医療課長 不破生美君 

  毎年８月に一斉更新のほうをさせていただくんですけれども、その際はもちろん前年に納

付がある方、それから今年度においても納期分までで納付がちょっと見られない方につきま

しては、一応とめ置きということで、更新の際はこちらのほうへとりに来ていただくという

ことでお願いをしております。それからまた、短期証で例えば３カ月なり６カ月を出させて

いただいた方については、納付相談で来ていただいた際にまた更新で出させていただくとい

うことですので、自動にお送りするということはしておりません。 

  以上です。 

○２番 板倉浩幸君 

  基本的に相談に来てもらって役場で発行してもらうということで、郵送していないと思う

んですけれども、じゃ実際に病気にかかって、どうしても今やむを得なく滞納しておった場

合ですよ。病気にかかってしまって保険証がどうしても必要だという方には、すぐに保険証

を発行してもらって、それから病気がよくなってから今後の相談をするのか、まず優先的に

保険証を発行してくれるのか、その点を最後にお聞きしたいと思います。 

○保険医療課長 不破生美君 

  どうしても急に必要だよという場合につきまして、こちらのほうへ役所のほうへ来ていた

だいてご相談させていただくのはもちろんほかの方と同じでございますけれども、全く出さ

ないというわけではございませんので、医療にかかっていただけるように保険証のほうはお

出しさせていただきますので、もしそのような方がみえましたら国民健康保険のほうにご相

談いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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  以上です。 

○議長 奥田信宏君 

  他にありませんか。 

（発言する声なし） 

  他に質疑はないようですので、以上で認定第２号「平成29年度蟹江町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算について」を質疑を終結いたします。 

  なお、25日の本会議では、質疑を省略し、討論、採決とさせていただきますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第３ 認定第３号「平成29年度蟹江町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について」

を議題といたします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、308ページから316ページです。歳入歳出とも一括で質疑を受けます。質疑は１

人３回までとします。 

○３番 飯田雅広君 

  ３番 飯田です。 

  310ページの歳出の土地取得費151万7,315円なんですけれども、これは多分実績報告書の

56ページにある須成保育所南側土地取得の分でいいかと思うんですが、ということは、29年

に関しては、土地の取得はここの須成保育所南側の土地のみということでいいんですよね。

ということなので、今須成線に関してはこの土地に関しては取得はなかったという確認がし

たいんですが、それでよかったですか。 

○総務部次長兼総務課長 浅野幸司君 

  今回取得、主要成果の報告書の108ページのほうをごらんいただきますと、土地取得特別

会計の減少、増加の保有状況の調べが載っております。用地先行取得事業用地といたしまし

て、151万7,315円の増加分、この分だけでございます。 

  以上でございます。 

○３番 飯田雅広君 

  じゃ、一応今須成線に関しての土地取得に関しては、交渉はとまっているわけじゃなくて

きちんと進んでいるということで大丈夫ですよね。 

○産業建設部長 伊藤保彦君 

  今須成線の件で今お尋ねをいただきました。今須成線につきましても、今も現状土地所有

者の方に何とか分けていただくように進めているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長 奥田信宏君 
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  他に質疑はありませんか。 

（発言する声なし） 

  他に質疑はないようですので、以上で認定第３号「平成29年度蟹江町土地取得特別会計歳

入歳出決算認定について」の質疑を終結いたします。 

  なお、25日の本会議では、質疑を省略し、討論、採決とさせていただきますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第４ 認定第４号「平成29年度蟹江町介護保険管理特別会計歳入歳出決算認定につい

て」を議題といたします。 

  提案説明は全て済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、320ページから342ページです。歳入歳出とも一括で質疑を受けます。質疑は１

人３回までとします。 

○２番 板倉浩幸君 

  ２番 板倉です。 

  334ページ、335ページ、あと339ページまである地域支援事業について少しお尋ねをいた

します。 

  実質これ今年度からの新事業の総合事業なんですけれども、この事業自体は市町村が中心

となって、地域の実情に応じて住民の多様な主体が参加し、多様なサービスを充実すること

で、先ほどもありました地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援等に対する効果的かつ

効率的な支援を可能とすることを目指すものということが総合事業の中身、目的と考えだと

思うんですけれども、改めて今回、この地域支援事業、初めての総合事業ですので、結構長

くなっちゃうかもしれませんけれども、何が簡単に変わったのか、もう一度改めてお聞かせ

をください。 

○介護支援課長 戸谷政司君 

  ご質問のありました地域支援事業についてでございます。 

  まず、簡単に申し上げますと、今まで給付費の中で持っておった要支援１、２の方の給付

費がまず地域支援事業のほうに移されて、町独自でお支払いするというようなところでござ

います。それ以外といたしましては、介護要支援１、２の方の介護予防のマネジメント費等、

あと介護予防事業等を新設して事業を行っているというようなところでございます。あと、

主だったところで申し上げますと、生活支援サービスということで、社会福祉協議会のほう

にちょっと委託はしておる事業になるんですけれども、かにまるサポートセンターの運営と

いうところで、簡単なヘルパー等の派遣を行っているような事業を転換しているところでご

ざいます。 

○２番 板倉浩幸君 
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  大まかな、何が変わっているか、多分要支援１、２が町の総合事業になったということで

いいと思うんですけれども、じゃ実際にこれからこの地域支援事業ということでやっていく

わけなんですけれども、これ基本的な考え方いろいろあります。生活支援の充実から高齢者

の支え合いの体制づくりから介護予防と自立支援のサービス、あと特に認知症の対策等、あ

と共存社会の推進が行われていくと思います。実際にこの事業初年度として、今後これから

この検証をされたのか、していくのか、それについて、この29年度についてどう検証したの

か、していくのか、それについてありましたらお願いいたします。 

○介護支援課長 戸谷政司君 

  介護の地域支援事業についての検証というところのご質問でございますが、29年度から実

施させていただいて、とりあえず29年度が終了したというところでございます。要支援１、

２の方と、あと事業対象者と言われるチェックリストの対象者の方もこちらの事業のほうに

は入ってきております。初年度ということで比較するところがございませんので、検証を全

然していないわけではないんですけれども、昨年度の介護の給付費とことしの給付費と地域

支援事業費をあわせますと、やはりちょっと増加しているというような現状がございますの

で、今後も引き続き町独自の事業になってまいりますので、皆さんのニーズに合ったところ

で事業を展開していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 

  まだ始まったばかりでなかなか難しい。あと７期がスタートしたということで、この総合

事業地域支援事業について、せっかくいいか、悪いかは別として、総合事業ということで町

が主体になってやるということですので、その辺検証も含めて今後のよりよい総合事業に向

かっていけたからいいかなと思いますけれども、その点について、部長でもよろしいですの

で、再度お願いいたします。 

○民生部長 寺西 孝君 

  先ほど来、３款のところでも担当課長からお話をさせていただいたとおり、2025年、団塊

の世代の方が後期高齢のほうに移っていかれます。国の施策として地域包括ケアシステム、

そこでは今お住まいの地域で高齢者の方々が人生をおしまいまで健やかに生まれ育った地、

なれ親しんだ地で過ごしていただく、そういう施策の一環として今回施策を町としても展開

するわけでございます。その１つは、高齢介護課を介護支援課に改装いたしまして事業を進

めておりますし、この４月からは医療と介護の連携を図るために、４月から津島市役所の神

守支所のほうに在宅医療介護連携支援センターのほうも立ち上げさせていただきました。ま

た、今担当課長申し上げましたように、介護予防や日常生活の関係、これも皆様で見守って

いくという体制づくりをやっていく、その一環として社会福祉協議会のほうに今生活支援体

制整備事業ということで蟹江まるごとサポートセンターというのを立ち上げて、地域の皆さ
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んで高齢者の方々を見守っていきましょうというところをまず始めたところでございますの

で、まずは2025年の後期高齢に団塊の世代の方が移っていかれるときまでにそういった体制

づくりを今進め始めたところだというふうにご理解いただけると助かります。 

  以上でございます。 

○議長 奥田信宏君 

  他に質疑はありませんか。 

（発言する声なし） 

  他に質疑がないようですので、以上で認定第４号「平成29年度蟹江町介護保険管理特別会

計歳入歳出決算認定について」の質疑を終結をいたします。 

  なお、25日の本会議では、質疑を省略、討論、採決とさせていただきますので、よろしく

お願いをいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第５ 認定第５号「平成29年度蟹江町コミュニティ・プラント事業特別会計歳入歳出

決算認定について」を議題とします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、346ページから354ページです。歳入歳出とも一括で質疑を受けます。質疑は１

人３回までとします。 

（発言する声なし） 

  質疑がないようですので、認定第５号「平成29年度蟹江町コミュニティ・プラント事業特

別会計歳入歳出決算認定について」の質疑を終結をいたします。 

  なお、25日の本会議では、質疑を省略し、討論、採決とさせていただきますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第６ 認定第６号「平成29年度蟹江町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について」を議題といたします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。 

  ページは、358ページから370ページです。歳入歳出とも一括で質疑を受けます。質疑は１

人３回までとします。 

○２番 板倉浩幸君 

  363ページかな。これについても、先ほど国保のところでお聞きした短期保険証について

お伺いをいたします。国保の後期高齢医療保険制度自体、愛知県の広域化でやっている制度

でありますけれども、滞納が未納額があった場合、先ほど同じように短期保険証の発行、国

保と同じ３カ月、６カ月なのか、その辺の短期保険証を発行しているのか、その辺について

お願いいたします。 
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○保険医療課長 不破生美君 

  後期高齢の短期証についてのご質問ですけれども、実際、短期証のほうを発行しておりま

して、現在３名の方が短期証で出させていただいております。やはり、国保と同じように納

付相談に来ていただいて、それをまた延ばすという形をとっております。取り扱い自体は大

体国保と同じなんですけれども、前年度に未納がある方についてご相談の上、短期証のほう

を出させていただくという形をとっております。 

  以上です。 

○２番 板倉浩幸君 

  国保と大体同じような感じで出しているということなんですけれども、基本的に後期高齢

は年金受給者は年金からの引き落としということで、国保と違って未納がやはり少ないと思

うんですけれども、その辺について、その今３名の方について、どんな状況で移動になって

いるのかわかりましたらお願いいたします。 

○保険医療課長 不破生美君 

  ３名の方につきましては、やはり普通は年金からの特別徴収なんですけれども、普通徴収

ということで個別に納めていただく方になっておるんですけれども、ちょっと納付のほうが

ないよということで、言い方は変なんですけれども、保険証が欲しいとき、お医者様にかか

りたいなというときに実際におみえになる。なので、例えば６カ月なり３カ月で出すんです

けれども、それが切れてしまってもとりにみえない、相談にもみえないので、その方がまた

随分たってからお医者様に行きたいなというときはおみえになるような形になります。なの

で、来ていただければうちのほうも、短期証ですけれども、お出しはさせていただきますの

で、先ほどの国保と同じようにまたどうしてもお医者様にかかりたいというときは来ていた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○２番 板倉浩幸君 

  その３名の方がいいのか、悪いのか、実際多分年金ももらえていない方なんですよね。そ

んなことはないですか。そういうことで、実際に病気にかかるときに移行していてというこ

となんですけれども、その辺、納税相談したときに、ある程度納めてもらうのか、約束する

のか、その点についてありましたらお願いいたします。 

○保険医療課長 不破生美君 

  やはり高齢の方ですので、全く申しわけないですけれども、きょうは払えないんです。だ

けれども、お医者様に行きたいんですと言われる方もありますので、その場合は、じゃ必ず

いついつになったら来れるというお約束をさせていただいて、失礼ですけれども、納付誓約

のほうを書いていただいて、お渡しさせていただいて病院にはかかっていただくという形を

とっておりますので、お願いいたします。 

○議長 奥田信宏君 
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  他に質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

  他に質疑がないようですので、以上で認定第６号「平成29年度蟹江町後期高齢者医療保険

事業特別会計歳入歳出決算認定について」の質疑を終結をいたします。 

  なお、25日の本会議では、質疑を省略し、討論、採決とさせていただきますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第７ 認定第７号「平成29年度蟹江町水道事業会計の利益処分及び決算認定について」

を議題といたします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。収益的収支及び資本的収支

とも一括で質疑を受けます。質疑は１人３回までとします。 

○２番 板倉浩幸君 

  ２番 板倉です。 

  水道事業、ページ数で40ページなんですけれども、配水量について少し、１点まずお伺い

をいたします。 

  年間の配水量ということで、28年度決算と比べても減っている傾向にあります。その中で、

県水の受水量はふえているんですけれども、これについて何かありましたらお願いします。 

  それと、もう一点なんですけれども、43ページの給水単価及び給水原価についてお伺いを

いたします。 

  今回、29年度決算、前年度決算と比較した表があるんですけれども、まず販売のほうで28

年度決算161円80銭で、29年度決算で162円３銭となっております。何が聞きたいかというと、

給水原価について、これ県水からの精算ということで、県水から買っている分なんですけれ

ども、これについて28、29年度と比較すると、前年度比較ということで、増減額９円31銭精

算、いわゆる収入が下がっていると思うんですけれども、これについて、これだけ下がった

ら私が前から言っている水道料の引き下げができるんじゃないかと思うんですけれども、こ

れについて、この２点お願いいたします。 

○水道課長 伊藤和光君 

  板倉議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  県水受水量の関係でございます。昨年度より６万7,000円ほど増量しております。これに

伴っては、漏水管の現状におきまして破損等の損料と、それから今年度配水管の布設替えに

伴って洗管作業に要した水量でございます。人口が減している状況の中で県水のほうの受水

というものが上がっている状況というのは、そういった工事に関するものが主でございます

ので、よろしくお願いします。 

  次に、43ページの給水原価のほうの関係でございます。この給水原価につきましては、経
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常費用から長期前受金戻入、つまり一昨年前に愛知県と、それから国に補償費としていただ

きました配水管がございます。その配水管の長期前受というものが資産が大きくなりまして、

給水原価のほうが下がっております。 

  以上でございますが、よろしかったでしょうか。 

○２番 板倉浩幸君 

  給水原価自体、県水ようやく受水率が下がっていって、ようやく給水原価が下がったと思

います。もう９円も下がったということで、多分これについて、多分答弁すると耐震管とか

老朽化の一般質問でも僕もしたんですけれども、この取りかえ工事に充てるために利用する

ということだと思うんですけれども、実際にどうなのかということになります。じゃ、この

29年度決算にしても、この老朽管の布設工事がどこまで今現状進んでいるのか。耐震管にし

てもそうですけれども、どこまで実際に進んでいるのか。今回の決算でも9,000万円の利益

を上げている決算となっている中で、どこまで実際に進んでいるのかお願いいたします。 

○水道課長 伊藤和光君 

  耐震管のほうの進めぐあいについてお答えさせていただきます。 

  昨年度、基幹管路の耐震管ということで5,636キロメートルの支管で、割合として15.4％

というお答えをさせていただいております。29年度末基幹管路の更新は、7,525メートルで、

約1,800キロぐらいの増となっております。割合としては20.6％まで上がっております。実

質で５％の増となっております。今後、厚生労働省が推進している避難所に関しての耐震管

の推進ということを承っておりますので、今後そちらのほうを重点的に耐震管のほうを進め

ていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○２番 板倉浩幸君 

  最後です。老朽化いろいろ、今下水道とも一緒に工事しながらその辺の整備も何とか一緒

にやっていけると思うんですけれども、実際にそうしたらこれだけ前年度と比べて今実質

20.6％ですか、５％の工事をしたということなんですけれども、じゃ実際にこれだけ給水原

価も下がって、当年度純利益9,000万円ということで、剰余金についても21億円ということ

で、もっと進められるんじゃないのかなとどうしても思ってしまうんです。要は、老朽管の

整備がですよ。その中で、５％から進めなくてどんどんため込むというのではなく、どうし

てもやはり僕としては使用料の引き下げも考えつつ耐震管の整備も、せっかく給水原価も下

がったということですので、考えられないのかなと思います。この点について、再度お願い

いたします。 

○水道課長 伊藤和光君 

  議員言われる耐震化の進め方でございます。今事業の中では耐震化を進めるということも

主な１つではありまして、施設の老朽化も進んでございます。平成10年以降、大規模な電気
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工事の改修が終わって15年たとうとしております。それで、電気関係のほうの老朽化も進ん

でございます。今年度新たにまた計装盤の修繕をさせていただきます。そういった面で、耐

震管を主に含めながら施設の老朽化のほうも随時更新していかなければなりませんので、そ

ういった面に関して効率的な更新計画と、それから施設の改修計画をもちまして事業の運営

に努めてまいりたいと思いますので、よろしくご理解のほうをお願いします。 

  以上でございます。 

○議長 奥田信宏君 

  他に質疑がないようですので、以上で認定第７号「平成29年度蟹江町水道事業会計の利益

処分及び決算認定について」の質疑を終結をいたします。 

  なお、25日の本会議では、質疑を省略し、討論、採決とさせていただきますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  日程第８ 認定第８号「平成29年度蟹江町下水道事業会計の利益処分及び決算認定につい

て」を議題とします。 

  提案説明は既に済んでおりますので、直ちに質疑に入ります。収益的収支及び資本的収支

とも一括で質疑を受けます。質疑は１人３回までとします。 

○２番 板倉浩幸君 

  続きまして、２番 板倉です。 

  下水道について質問いたします。 

  今回、これも29年度独立採算ということで企業会計になった初めての決算であります。じ

ゃ、実際にこの決算見てみると、本当に独立採算でやっているのかということで、ページ数

じゃなくて下水道事業について総括で伺いたいんですけれども、他会計、一般会計からの補

助金が随分あります。出資金にしても、当初予算でもあったんですけれども、５億円、一般

会計の補助も出資金が５億円もしており、補助金についても収益の分でも26億円と、収支の

資本金の分に対しても１億4,000万円と先ほどが２億6,000万円なんですけれども、これにつ

いて、実際にこれだけ一般会計からの補助を入れてもらって独立採算の企業会計だと言える

のかということについてお伺いをしたいと思います。 

○上下水道部次長兼下水道課長 伊藤和孝君 

  ただいまの議員の決算の状況で独立採算と言えるのかというご質問でございます。 

  確かに、補助金、出資金等で昨年度企業会計をスタートしたばかりでございます。公営企

業の会計適用は、平成27年の１月27日付の総務大臣、公営企業会計適用の推進についてが通

知され、特に資産規模が大きくて住民生活に密着したサービスを提供するなど、都市基盤強

化に欠かせない下水道事業については、平成32年４月までに３万人以上の市町村は法適用化

するように要請がございました。それに基づいて、蟹江町におきましても平成29年度から導
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入したものでございます。議員ご指摘のように、財源の大半は国及び町の補助金及び企業債

に依存する決算内容、経営状況でございます。しかし、経営成績や財政状況など、みずから

の経営状況により的確な把握も可能となり、経営のさらなる健全化にもつながっていくと思

います。先ほども述べましたが、下水道事業は建設投資規模が大きく、建設期間も長期にわ

たります。また、将来には施設の更新などの経費も必要となってきます。今後、事業推進と

ともに地方公共団体の財政運営に与える影響が多大であることを十分認識し、水洗化率及び

有収率を向上させ、使用料収入の確保を図り、接続推進や不明水削減に努めて独立採算を目

指していきたいと思います。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○２番 板倉浩幸君 

  完全な独立採算を目指していきたいということの答弁であります。平成32年までに、先ほ

ど答弁あったように３万人以上がこの公営企業法にのっとって独立採算の企業会計にすると

いうことで、蟹江町自体も平成29年度からもう他の自治体より先行してやっているわけなん

ですけれども、特別会計ならここまで問題はないと思うんですけれども、実際にじゃ水道事

業と今回下水道事業ということで、独立採算の企業会計ということで、本来これだけの予算

をつぎ込む国の施策である、下水道工事自体決して悪いものでは、水質の保全や何かも考え

るとどうしても必要な工事だと思います。その中で、じゃ実際に本当にやっていけるのか。

今現時点で下水道の50％もいっていないのかな。そういうことで、将来もっと進めていくと

もっと採算的に合ってくるかもしれませんけれども、そういうことで本当の下水道の企業会

計をやっていただけるのかなという不安もあります。そういうことで、その辺に関して、副

町長でもいいですので、今後どうしていくのかということをお願いしたいのと、もう一点、

１点だけ確認させてください。今ちょうど下水道の工事が平安の３丁目と今地区で工事がど

んどん進んでいくのかな。そうですよね。その中で、この間説明会があったんですけれども、

今回この受益者負担でありますよね。これ公平性を保つためにということであるんですけれ

ども、実際にこれが、よく聞かれるのが、下水道来ても引かないから、これどうしても払わ

なければいけないのということをよく聞かれるんです。これについてどう、一応説明はする

んですけれども、なかなか町民の方は理解していなくて、下水道なんか要らない。どうして

こんな払わなあかんのとよく言われます。それについて、どう考えているのかの点の説明を

お願いします。 

  それと、この収納率自体、どこまで今、受益者負担の収納率があると思うんですけれども、

この点についてわかりましたらお願いいたします。 

○上下水道部次長兼下水道課長 伊藤和孝君 

  それでは、失礼いたします。 

  先ほどの議員の質問の中で、企業会計をやっていけるのかと、今後どうするんだというこ
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とについてのまず回答をさせていただいて、その後受益者負担金についての回答をさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  まず、とりあえず昨年度１年間、企業会計を導入いたしまして、下水道事業は特別会計と

してスタートしております。この企業会計方式導入により、１つの取引によって生じる経済

的価値の増加と他の価値の減少とを両面に着目して、全ての経済価値の変動を記録する複式

簿記を採用しているところでございます。また、経営情報として一定期間の経営成績をあら

わす損益計算書や一定時点の財務状況をあらわす貸借対照表など、財務諸表や事業年度に資

金収支の状況を一定区分に表示するキャッシュ・フローを作成するなど、業務を経営的な角

度から見きわめることができ、今後の方向性を判断できるようにしっかりと努力していきた

いと考えております。職員には案件ごとの費用対効果を慎重に見きわめることなど、経営的

感覚を養えるように意識づけを行っていきたいと思います。 

  その次、受益者負担金につきまして、まず受益者負担金の収納率のほうから説明をさせて

いただきたいと思います。 

  収納率、税金と違いまして、受益者負担金というのは３年に分けて12回を支払い、だから

複数年にわたりますので、１年で決済する税金とは若干異なりますが、平成27年、28年、29

年統計いたしまして、現年度分徴収額で98.4％でございます。 

  あと、受益者負担金を払わないよということでおっしゃる方については、工事をやる際と

供用開始前に住民説明会を開催いたしまして、改めて受益者負担金についての趣旨等を説明

をさせていただきます。この受益者負担金につきましては、こちらは都市計画法の75条に基

づいて皆さんに負担をしていただいているものでございます。それについては、市町村は条

例で定めよということになっておりまして、下水道受益者負担条例というのを蟹江町も平成

21年度に制定しております。そこの中で、受益者負担金の趣旨等を詳しく説明をさせていた

だいて、多分板倉議員が一番こだわられるのは、負担金についても延滞金が発生するとか、

そういうこともあろうかと思いますが、これについてもやはり都市計画法の75条の規定に基

づいて負担金についても延滞金がとれるというような規定がございまして、条例のほうにも

うたわさせていただいております。また、払いたくなくても払っていただくというのは受益

者負担金の趣旨でございますので、中には田んぼだったり畑だったら猶予ができますし、例

えば神社的な公共的な役割を果たすものについては減額もできますので、またあと生活のた

めに払えんということであれば、事務所に来ていただいてそういう減免の制度もございます

ので、何とぞ一部でも結構ですので、払っていただくように議員からもご説得いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○町長 横江淳一君 

  今後の下水道の考え方、それから特別会計、企業会計への一般会計の繰り出しはどうだと
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いうような質問であります。 

  私は、特別会計も国保も独立採算だと思っております。しかしながら、必要とあれば一般

会計からの繰り入れも辞さぬということで、当蟹江町も一般会計から9,000万円余の法定外

の繰り入れをしているのが事実であります。下水道の性格上、とりあえず設備を先に先行し

なければいけないというので大変なお金がかかるのは事実でありますし、出資金５億円出さ

せていただいたのもそのためであります。そういう意味で、国・県の基本的な補助が２分の

１なければこの事業は成り立ちません。それぐらいやっぱり厳しい事業であるのが事実であ

りますし、環境整備のやっぱり最たるものだというふうに私自身は思っております。 

  じゃ合併浄化槽でもいいじゃないかというふうに言われる方もあります。確かに、合併浄

化槽の質もどんどん向上いたしまして、もう20年前と比べますとＢＯＤも相当向上しており

ますし、非常にきれいな水処理ができるということも聞いてございます。ある意味、合併浄

化槽の布設に対しての補助金をつけながら、今回例えば流域下水道が来た場合には速やかに

つないでいけるような、そういうお約束をしながら補助金をやらせていただいているところ

も実はございます。ですから、できれば本当に地域の衛生面、そして環境の向上のためにも

下水道接続にはご協力をいただければなと、こんなことを今思っておるわけであります。 

  それから、受益者負担金の考え方は、今担当が申し上げましたとおり協力をいただければ

ありがたいと思っていますし、平成37年までのアクションプランを国にお示しをいたしてお

ります。国土交通省下水道部局では10年概成ということも言っておりますので、そんなに長

く下水道事業が補助金をつけられるというのは大変不透明な状況が今ありますので、そうい

うことも含めてやれるところから、まだ40％ちょっとぐらいでございますので、やっていき

たいなというふうに考えておるわけであります。６本の川が流れます当蟹江町、非常に工事

費が開削ではなく推進工法という高い工事法を使わなければいけないというのもちょっとマ

イナスのところがあるかもわかりませんが、ぜひとも板倉議員におかれましては周囲の皆様

にしっかりと納得できるご協力をいただくよろしくお願いをしたいと思います。 

  以上です。 

○議長 奥田信宏君 

  それでは、他にありませんか。 

（発言する声なし） 

  他にないようですので、以上で認定第８号「平成29年度蟹江町下水道事業会計の利益処分

及び決算認定について」の質疑を終結をいたします。 

  なお、25日の本会議では、質疑を省略し、討論、採決とさせていただきますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長 奥田信宏君 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 
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  本日はこれにて散会といたします。 

（午後３時13分） 
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